
平成２３年度 第２回 瑞穂市行政改革推進委員会 会議次第 

 
日 時：平成２３年１１月１日（火）  

午後６時～  
場 所：瑞穂市役所          

穂積庁舎３階 議員会議室   
 
 
１．開会あいさつ 

 
 
 
１．議 題 
（１）「第二次瑞穂市行政改革大綱」の平成２２年度実績について 

 
 
 
 （２）平成２２年度包括外部監査結果の措置状況について 
 
 
 
 （３）その他 
 
 
 
１．閉 会 

 



第二次瑞穂市行政改革大綱
年　度　別　実　績

平成２２年度版

資料①



項　目

417 人
392 人

担当課

総職員数 399 人 412 人 422 人 419 人 417 人 417 人

（　職員数内訳　）
一般事務職員数　 207 人 209 人 212 人 211 人 211 人 211 人

技能労務職員数　 26 人 25 人 24 人 22 人 21 人 21 人

保育士・教諭職員数　 110 人 115 人 116 人 116 人 115 人 115 人

消防職員数　 56 人 63 人 70 人 70 人 70 人 70 人

総職員数 392 人 400 人 0 人 0 人 0 人 0 人

（　職員数内訳　）
一般事務職員数　 204 人 204 人 人 人 人 人

技能労務職員数　 26 人 25 人 人 人 人 人

保育士・教諭職員数　 106 人 109 人 人 人 人 人

消防職員数　 56 人 62 人 人 人 人 人

8 人 8 人 0 人 0 人 0 人 0 人

備考

②　人材（職員）の育成

  平成26年度　                  ２ 2,000 人
  延べ研修参加人数　　　　　　　１ 1,527 人

担当課

2,000 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人 2,000 人

1,527 人 0 人 0 人 0 人 0 人

754 人 0 人 0 人 0 人 0 人

長期・短期宿泊研修参加者 15 人 15 人 15 人 15 人 15 人

一般研修 70 人 70 人 70 人 70 人 70 人

選択研修 50 人 50 人 50 人 50 人 50 人

特別研修 10 人 10 人 10 人 10 人 10 人

職場内研修 1,855 人 1,855 人 1,855 人 1,855 人 1,855 人

長期・短期宿泊研修参加者 14 人 人 人 人 人

一般研修 64 人 人 人 人 人

選択研修 92 人 人 人 人 人

特別研修 9 人 人 人 人 人

職場内研修 1,348 人 人 人 人 人

③　目標管理制度の構築

前年度比較数

実　　績

項　目 平成22年度

職員研修実施
参加延べ人数

平成25年度

内　　容

目　　的 　職員の資質の一層向上を図る必要があることから人材育成と同時に各職員が目標を決め事務を
実施します。

計　　画

秘書広報課

実　　績

目　　的 　職員の資質の一層向上を図る必要があることから人材育成計画を策定し、効率的な行政運営を
担える人材として育成を図ることを目的とし進めます。

計画目標
平成22年度状況

年度実施状況

計画目標   現行の勤務評定制度を見直し、平成22年度から目標管理の手法を用いた業績評価を試験的に導
入し、検証を行ったうえで段階的に給与等の処遇へと反映させていきます。

平成26年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研修内訳

計　　画

年度実施状況　　（各年４月１日現在）

秘書広報課

計画

実績

前年度比較数

内　　容

　当市は人口の増加が続いており潜在的事務量の増加や市民ニーズの拡大するなかで職員を抑制
しつつ適正な職員の配置を進めます。水道業務については、検針や施設の管理の一部業務につい
ては、引き続き委託業務を継続し事務効率の向上を目指します。

平成23年度 平成24年度

　　　　　　　　　　総職員数

平成22年度状況
　　　　　　　　　　職員総数
（内　訳）　一般事務職員数　 　204人　       技能労務職員数  26人
             保育士教諭職員数　106人　　　 　消防職員数  　　56人

平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成24年4月1日

計画目標

項　　目

（１）職員定員管理及び人材育成

内容 ①　適正な職員数確保及び配置

平成25年4月1日 平成26年4月1日 平成27年4月1日

目的

年 度 別 実 績
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項　目

担当課 施設名

6,415 件 件 件 件 件 - 件

100,295 人 人 人 人 人 - 人

182,050 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

7,241 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

4,930 件 件 件 件 件 - 件

93,210 人 人 人 人 人 - 人

32,035 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

1,981 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

2,202 件 件 件 件 件 - 件

38,614 人 人 人 人 人 - 人

14,440 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

1,389 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

163,646 人 人 人 人 人 - 人

70,144 人 人 人 人 人 - 人

114,770 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

88,266 人 人 人 人 人 - 人

47,403 人 人 人 人 人 - 人

36,569 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

334,382 台 台 台 台 台 - 台

52,225 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

37,025 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

40 ％ ％ ％ ％ ％ - ％

34,200 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

33,491 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

64 ％ ％ ％ ％ ％ - ％

40,496 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

54,097 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

41,277 人 人 人 人 人 - 人

27,329 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

1,013 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

32,088 人 人 人 人 人 - 人

42,214 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

1,486 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

60,221 人 人 人 人 人 - 人

35,426 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

1,961 千円 千円 千円 千円 千円 - 千円

図書館

※分館の人件費
含む

平成23年度項目

延利用人数

利用件数（実績）

維持管理費

利用件数（実績）

使用料収入

利用件数（実績）

延利用人数

維持管理費

入館者数

使用料収入

維持管理費

利用台数（実績）

維持管理費

水洗化率（実績）

延べ利用人数（実績）

維持管理費

維持管理費には、管理運営に係る人件費、管理運営に係る物件費、減価償却費を含みます。（下水道施設は別です。）
平成２２年度に実施された包括外部監査の指摘事項「施設全体の維持管理費は、全市民の税金で賄われていることから、その維持管理費の額とサービス内
容から、できるだけ使用料は実情に合った金額を設定すべきである。」を受け、現在、公共施設使用料の見直しを行っています。

使用料収入

総務課

本田コミュニ
ティセンター

延べ利用人数（実績）

維持管理費

使用料収入

牛牧南部コミュ
ニティセンター

延べ利用人数（実績）

使用料収入

牛牧北部防災コ
ミュニティセン
ター

増減(H22-H26)平成25年度

使用料収入

維持管理費

水洗化率（実績）

平成22年度平成22年度

下水道課

コミュニティ・
プラント

特定環境保全公
共下水道

使用料収入

就業改善ｾﾝﾀｰ

図書館分館

駐輪場・駐車場都市管理課

市民センター
(公民館）

巣南公民館

維持管理費

維持管理費

貸出利用者数

維持管理費

入館者数

貸出利用者数

延利用人数

使用料収入

下水道課

年度利用状況及び維持管理費

使用料収入

維持管理費

生涯学習課

総合センター

平成26年度平成24年度

（２）経費節減・収入確保等

内　　容 ①　公共施設の使用料、各種行政サービス負担金等の再点検

計画目的 　施設の目的に応じて各年度利用人数を把握し各行政サービスの状況、使用料の検証を行い受益と負担の観
点から利用者が限られているサービス等公共施設運営の適正化を図ります。
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担当課
市税等 95.2 ％ 95.3 ％ 95.3 ％ 95.4 ％ 95.5 ％

（過年度徴収分含む） 95.4 ％ ％ ％ ％ ％

90.5 ％ 91 ％ 91.5 ％ 92 ％ 92 ％

90.6 ％ ％ ％ ％ ％

④　新たな収入の確保

担当課 計　画

各実施課 実　績

⑤　粗大ごみの有料化

担当課

平成２２年９月瑞穂市広告掲載要綱制定、ホームページの広告掲載募集平成２３年２月より、封筒への広告掲載
２３年５月より実施

粗大ごみ有料化
条例可決

８月より粗大ごみ
有料化実施

平成26年度

環境課 廃棄物から資源物への転換を推進し粗大
ごみの有料化の検討を進めます。

内容

実施内容 廃棄物から資源物への転換を推進すると同時に、他市の収集状況・分別状況等をみながら粗大ご
みの有料化について検討を進めます。

実施業務 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

計画及び目的
自治体の財産に民間事業者の広告を掲載することで、新たな財源を確保することや、地域経済の活性化等の二次
的効果も考えられる。広告事業については、有料で広告を掲載する方法や広告が掲載された物品等の無償提供を
受け経費を縮減する方法が考えられ広告媒体の選定や方法について検討をおこない、実施する。

　広告掲載を推進するにあたり、実施可能な広告媒体を各関連課で検討し広告掲載の場所・方法・掲載可能内容
の検討を進めます。

内　　容

実施事項
　庁内において、市税等収納対策プロジェクトを設置して収納効率向上及び滞納額の縮減に向け
た取り組みを推進するとともに、他の収納についても徴収ノウハウの拡充とその連携に努めま
す。

税務課
計画目標
実績

医療保険課 国民健康保険税
計画目標
実績

計画及び実績
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度項目

取組方法
地方自治体の徴収すべき税・債務は、多岐に及んでおり、実効ある解消手法はそれぞれ異なる状
況にあり情報共有の下収納体制を構築する必要があることから個々の事例の対応の検討や、情報
交換等の連携を強化します。

内　　容 ②　市税等の収納体制

目　　的
　自主財源の確保や安定した収入を確保するためにも、市税等が市における主要な財源であるこ
とを再認識するとともに徴収体制の見直し及び収納率のさらなる向上を目指し、より公正で健全
な財政運営に寄与できる環境を整えます。
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項　目

①　公共施設の管理運営や事務効率向上

担当課

各実施課

平成２２年度までの実績

（３）民間委託等の推進

内　　容

目　　的 　現在の施設維持管理に関する仕様書等を再検討し、より経費の節減に努め市民の皆さんに活
用していただけるよう努めます。

【公共施設維持管理運営経費の削減に関すること】
・公共施設管理業務の一括発注によるコスト削減（建物衛生管理業務、消防設備保守管理業務、電気設備保
守管理委託等）
・公共施設管理業務の長期継続契約によるコスト削減（施設清掃業務、エレベーター保守管理業務、自動ド
ア保守管理業務、施設警備業務等）（Ｈ１９～）
【公共施設の管理運営への民間応力の活用】
・うすずみ温泉うすずみ研修センターに指定管理者制度を導入しました。（Ｈ１８～）
【業務のアウトソーシング（民間委託）の推進に関すること】
・みずほ公共サービス㈱による簡易業務、窓口業務等のアウトソーシングの実施

実施計画

管理業務仕様書再点検 業務委託、管理委託の仕様書を今一度見直し、安全が確保できる範
囲内で無駄のないよう検討します。
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項　目

①　補助金等の見直し

一時的な補助金を除く補助金総額　　　　　　 397 百万円

担当課

416
百
万
円

412
百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

376
百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

19
百
万
円

-4
百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

43
百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

②　扶助費の動向

担当課

健康推進課
医療保険課

④　幼稚園・保育所の動向

担当課

幼児支援課
学校教育課

実施事項

項　　目

平成24年度

幼・保連携による教育・保育支援
や運営方法について検討

・１１月より教
育委員会の組織
を再編し、幼保
一元化の体制を
整備した。
・ほづみ幼稚園
の３年保育開始

実施業務 平成22年度 平成23年度

内容

目的 教育・保育ニーズの多様化により、就学前の教育・保育のあり方に対し、相互支援を取り入れな
がら運営方法について検討を進めます。

平成25年度 平成26年度

平成25年度 平成26年度

福祉医療費動向公表
保健事業の分析 福祉サービス動向の公表及び保健事業のPR等を進める。

実施業務 平成22年度 平成23年度 平成24年度

内　　容

目　　的 　年々増加している扶助費は、今後更に市財政を圧迫する要因になるため、保健事業などと連携
した事業展開を進めるとともに市単独による扶助費事業の伸び率の抑制等を図ります。

実施内容

補助金交付は、公益性が高いことや市民が主体で地域の発展を考え進めるものであることから公
益性や補助効果の観点から補助事業の精査を進めます。

取組方法 平成２２年度当初予算を基準として、公益性、補助効果の観点から、事業計画書を精査し、より
効果的な支出のあり方を検討・見直しを進めます。

平成24年度 平成25年度

平成21年度当初予算額
実施内容

平成26年度平成22年度 平成23年度

（４）事務事業の再編・整理・廃止・統合

内　　容

各実施課

当初予算額

執行額

前年度予算額比較

前年度執行額比較

目　　的
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項　目

①　財政の健全化

千円

％

％

千円

千円

担当課

10,129,062 千円 千円 千円 千円 千円

0.826

4.2 ％ ％ ％ ％ ％

84.3 ％ ％ ％ ％ ％

8,629,080 千円 千円 千円 千円 千円

12,979,069 千円 千円 千円 千円 千円

財政力指数(3年平均）

実質公債費比率 ％
経常収支比率 ％

③　保有地の処分・有効利用

担当課

1,156 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

47,141 千円 千円 千円 千円 千円

実施内容

内　　容

目　　的 　将来に渡って活用見込みのない土地を売却し自主財源の確保を図ります。

平成25年度 平成26年度

管財情報課 保有地の処分・有効利用

実施業務 平成22年度 平成23年度 平成24年度

備考

類似団体 平成21年度

0.9
10.4
91.2

地方債現在高

企画財政課

標準財政規模

財政力指数(3年平均）

実質公債費比率

経常収支比率

基金合計額

地方債現在高 13,064,601

実施状況
財政力指数種別 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

計画及び現状
経常収支比率 90.2

基金合計額 8,422,023

平成21年度 目標

標準財政規模 9,866,590
　瑞穂市は、義務的経費のうち景気低迷
による生活保護法に基づく給付や福祉医
療等に関する給付額も年々増加していま
す。また起債償還が１９年度より本格的
に始まったことによる公債費の増加など
今後も増加傾向にありますが、類似団体
の経常収支比率は、平成１６年度以降９
０％前後を推移しています。類似団体平
均を超えない範囲で比率を維持するよう
管理していきます。

財政力指数(3年平均） 0.854

実質公債費比率 4.1

（５）財政の健全化

内容

目的

　安易に地方債を発行するのではなく、交付税算入措置や後年度の負担を見据えた借り入れをお
こなっていく必要があります。経常収支比率は、経常的経費に充当された一般財源等の比率で、
財政構造の弾力性を判断するための指標であり、数値が低いほど弾力的な運営をおこなうことが
できますので、目標比率を維持するよう管理していきます。
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項　目

①　情報公開・個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用

担当課

総務課 26 件 件 件 件 件

③　開かれた審議会

　公募委員：審議会委員人数の2割以上　　　女性委員数：審議会委員数の概ね3割以上　　　

担当課

42 人 人 人 人 人
24 ％ ％ ％ ％ ％
45 ％ ％ ％ ％ ％

④　パブリックコメント制度の活用

年度 件数

平成２２年度 2

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

⑤　広報紙・ホームページの充実

平成２６年 280,000 件 アクセス

担当課

240,000 件 250,000 件 260,000 件 270,000 件 280,000 件

337,120 件 件 件 件 件

項　目

秘書広報課
計画

実績

実施状況

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

内容

目的 　市民意見をHPづくりに反映させるなど積極的な情報公開に取り組み、行政としての
責任を果たしていきます。

計画目標

実施内容

男女共同参画推進条例、非核・平和都市宣言

目　　的 　市の政策形成過程の透明性が向上し、より多くの施策に対して市民に関心をもってもらうた
め、各種メデイアを使ってパブリックコメント制度の周知を図ります。

内　　容

各実施課

審議会委員委嘱人数（A)

（A)のうち公募委員割合

（A)のうち女性委員割合

実施内容

各年度審議会実施総人数を記載 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成23年度 平成24年度

計画目標

平成25年度平成22年度 平成26年度

（６）市民参加と協働のまちづくり

内　　容

目　　的 　市の政策形成過程の透明性が向上し幅広い市民の参加を求め、市政への参画機会の拡充を図ります。

内容

目的 　情報公開・個人情報保護制度の周知を継続し、透明性の高い開かれた市政の維持を図ります。

実施内容

実施業務

情報公開申請件数
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項　目

①　温室効果ガスの削減

担当課 施設分類

庁舎 ％ -5%

公用車 ％ -9%

学校教育課
教育総務課 教育機関 ％ -5%

総務課
生涯学習課 社会教育施設 ％ -13%

福祉生活課
幼児支援課 福祉施設 ％ 22%

市民課
環境課 廃棄物施設等 ％ -82%

上水道課
下水道課 上下水道施設 ％ 2%

都市管理課 公園・駐車場 2%

総務課
都市管理課 防災・防犯施設 5%

（７）　環境にやさしいまちづくり

内　　容

目　　的 　地域社会全体で、環境にやさしい生活様式、産業活動への転換を進める必要があります。その
ため地球温暖化防止に向け温室効果ガスの削減に取り組みます。

計画目標
　瑞穂市地球温暖化実行計画は、基準年度を平成１９年度として、平成２１年度から平成２５年度までの５年間
としています。（ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況により、必要に応じて見直しを行います。）目標と
しては、平成２５年度までに温室効果ガス総排出量を６％ 削減することを目標とします。

実施状況

施設努力目標
(H19年度比) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

管財情報課
市民窓口課

-6

-5.6

-1

-3.6

2.6

-38

1.6

現状維持

現状維持
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項　目

①　（財）瑞穂市施設管理公社の健全な経営

担当課

149 百万 百万 百万 百万 千円

149 百万 百万 百万 百万 千円

0 百万 百万 百万 百万 千円

②　瑞穂市土地開発公社の健全な経営

担当課

0 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

③　みずほ公共サービス㈱の健全な経営

担当課

110 百万 百万 百万 百万 千円

4.7 百万 百万 百万 百万 千円

0 百万 百万 百万 百万 千円

（８）第三セクターの健全な経営

内　　容

目　　的 　施設管理公社としての適正な受託運営を促進するとともに、施設の管理運営及び市民サービス
の向上に貢献することを目指し効率的な運営を行います。

計画目標
　平成２０年１２月1日施行の新公益法人制度施行により平成２５年１１月末の移行期間終了まで
に一般財団法人若しくは公益財団法人の申請を行う必要があることから平成２５年度までに申請
をし業務内容の精査をおこないます。

決算状況
項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度

企画財政課

歳入
歳出

追加出資金

内　　容

目　　的 　公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地となるべき土地の取得、管理及び処分を進
めていきます。

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

決算状況
平成25年度 平成26年度

都市開発課

内　　容

土地保有状況

企画財政課

売  上
当期純利益
追加出資金

目　　的
　行政事務の効率化を推進や一時的な業務の受け皿として、良質なサービスの提供ができるよう
努めるとともに、経営の安定化が図られるよう努め（財）瑞穂市施設管理公社と合わせ業務内容
の精査をおこないます。

決算状況

項　目 平成22年度
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平成２２年度包括外部監査の指摘事項に 

対する進捗状況と今後の取り組みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞 穂 市 

資料②



はじめに 

 瑞穂市では、平成２２年６月に「瑞穂市包括外部監査契約に基づく監査に関する条例」を制定し

ました。この条例に基づき、平成２２年９月から平成２３年２月にかけ、「公の施設の管理運営の

あり方について」をテーマに包括外部監査が行われました。（監査対象年度は平成２１年度） 

指摘された結果と意見について、措置状況は以下のとおりです。 

平成２３年８月現在  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘事項に対し、関係課職員によるプロジェクトチームを立ち上げ、今後の取り組みについて

検討し、８月現在の取り組み状況を次頁のとおり取りまとめました。 

進捗状況が「改善進行中」であるものについては、半年毎に報告していく予定です。 

また、指摘事項の「適切な施設使用料」についても、プロジェクトチームによる検討を現在行っ

ております。 

 

※取り組み状況について 

措 置 済･･･指摘事項に対し、対応が完了しているもの。 

改善進行中･･･指摘事項に対し、現在対応中であるもの。 

未 着 手･･･指摘事項に対し、対応を全く行っていないもの。 

 

措置済 改善進行中 未着手 措置済 改善進行中 未着手
各施設共通 7 1 6 0 0 0 0 0
老人福祉センター 4 2 2 0 3 0 3 0
放課後児童クラブ 2 2 0 0 10 7 3 0
牛牧南部コミュニティセンター 1 0 1 0 5 0 5 0
牛牧北部防災コミュニティセンター 4 1 3 0 2 0 2 0
本田コミュニティセンター 5 1 4 0 0 0 0 0
未利用不動産 8 3 5 0 3 0 3 0
美来の森 7 3 4 0 4 3 1 0
就業改善センター 1 0 1 0 0 0 0 0
火葬場 5 3 2 0 2 2 0 0
市営墓地 1 0 1 0 1 1 0 0
公園 4 4 0 0 4 2 2 0
自転車駐車場及び駐車場 0 0 0 0 4 2 2 0
市営住宅 5 3 2 0 2 0 2 0
総合センター 3 0 3 0 1 0 1 0
西部複合センター 0 0 0 0 2 0 2 0
市民センター 2 1 1 0 3 1 2 0
巣南公民館 5 0 5 0 0 0 0 0
うすずみ研修センター 4 1 3 0 1 1 0 0
グラウンド及びふれあい広場 5 3 2 0 3 0 3 0
瑞穂市ガラス工房 5 1 4 0 0 0 0 0
弓道場 1 0 1 0 2 1 1 0
図書館 3 0 3 0 4 3 1 0
瑞穂市郷土資料館 4 0 4 0 1 0 1 0
瑞穂市給食センター 8 4 4 0 6 5 1 0
下水道施設 1 1 0 0 5 5 0 0
委託業務の契約状況 4 2 2 0 2 0 2 0

合　　計 99 36 63 0 70 33 37 0
進捗割合 36% 64% 0% 47% 53% 0%

意見
施設名等

合計 合計
取り組み状況 取り組み状況
結果
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整理
番号

報告書
ページ

区分 監査対象 結果又は意見の概要 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 回答担当課

1 10 結果 各施設共通
　瑞穂市会計規則第９１条(備品の表示）に従い、早
急に内容が正しく記載された備品シールを貼付する
必要がある。

改善進行中
　平成２３年度中にマニュアルを提示し、再度シール
貼付について職員に喚起する。

各施設担当
課

2 10-11 結果 各施設共通
　備品管理一覧表の整理を進める必要がある。ま
た、年１回の実査を徹底するよう市全体で取り組ま
なければならない。

改善進行中
　３月末現在で、確認するよう徹底を図る。 各施設担当

課

3 11 結果 各施設共通

　現行の備品登録方法を見直し、マニュアル等で定
める必要がある。
　１個単位の購入単価で記載するようにすべきであ
る。
　担当者以外でもすぐに分かるような登録内容を記
載するよう徹底すべきである。

改善進行中

　平成２３年度中にマニュアルを作成し、職員に周知
する。

管財情報課
及び各施設
担当課

4 11 結果 各施設共通
　マニュアル等を作成し、備品と消耗品の具体的な
基準を明確にし、職員全体に周知徹底を図るべきで
ある。

改善進行中
　平成２３年度中にマニュアルを作成し、職員に周知
する。

管財情報課
及び各施設
担当課

5 12 結果 各施設共通
　市全体で情報を交換し、備品の活用を図る必要が
ある。 措置済

　不用物品（消耗品・備品）は、庁内職員に周知し活
用することでシステム化した。（実施中）

管財情報課
及び各施設
担当課

6 12 結果 各施設共通

　土地は、実態に合わせて、早急に正しい地目に訂
正するとともに、合併による承継登記で「瑞穂市」に
変更する必要がある。建物については、第三者との
争いが生じるおそれがある場合には、建物登記の
必要がある。
　借地に建てられた施設については、その点を条例
あるいは規則で明記することが望まれる。

改善進行中

　実態に合わせて地目を変更するよう徹底する。
　未利用地分の合併にともなう「瑞穂市」への承継登
記手続きは平成２３年４月に終えた。
　今後、必要なものから承継登記を実施する。
　建物に関する規則の改正を実施した。

各施設担当
課

7 13 結果 各施設共通
　電柱の目的外使用許可期間は、最高10年とすべ
きである。また、財産貸付簿の記載及び管理が必要
である。

改善進行中
　賃貸借・使用貸借契約を結び、貸付簿を備える。 管財情報課

及び各施設
担当課

8 17 結果
老人福祉セ
ンター

　社会福祉協議会に対しては、センターのすべてに
ついて利用許可が行われているわけではないので、
個別の利用の許可の手続を行うべきである。

措置済
　平成23年度より市が社会福祉協議会に委託して
いる事業についても、個々の利用申請を行い、利用
の許可の手続きを行った。

福祉生活課

9 17-18 結果
老人福祉セ
ンター

　社会福祉協議会の所有の備品と瑞穂市の所有す
る物品との所有を明確に区分する措置を講ずるべき
である。

改善進行中

　社会福祉協議会と瑞穂市の備品を明確にし、平成
２３年度中に備品台帳の整理を行う。
　まず最初に瑞穂市の備品シールを再度打ち出し、
現物とチェックしながら貼る。

福祉生活課

10 18 結果
老人福祉セ
ンター

　目的外使用については、直ちに所管課への連絡
の対応を明確にし、条例に定められた手続きは遵守
すべきである。

措置済
　今年の柿のシーズンにも地域産業の振興のため
必要とあれば、条例に定められた手続きを行うよう
に話をした。

福祉生活課
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整理
番号

報告書
ページ

区分 監査対象 結果又は意見の概要 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 回答担当課

11 19 意見
老人福祉セ
ンター

　みずほ公共サービス(株)の事務所に「瑞穂市老人
福祉センター」の備品シールが貼付された物品が存
在しており、備品管理一覧表には、この物品の品番
は見当たらなかった。このような事例は、理由はとも
かく瑞穂市の備品管理に問題があるため、十分注
意することが望まれる。

改善進行中

　今一度備品台帳の整備に努める。 福祉生活課

12 20 意見
老人福祉セ
ンター

　浴室についての校区別利用率を検討すると、相当
巣南地区に利用が偏っていることが伺え、設置の経
緯から当然と思われるが、利用率の向上策を検討
することが望まれる。

改善進行中

　平成２３年度「老人福祉計画」の策定とあわせて老
人福祉センターの今後の活用計画を策定するので、
そのときに利用率の向上等を検討する。

福祉生活課

13 20-21 結果
老人福祉セ
ンター

　公有財産の管理のためには、公有財産台帳の整
備及び台帳付属資料が重要であり、具体的な区分
を踏まえて分類し、従物はその主物の台帳で整理管
理すべきである。
　工作物は、所有する土地に係るものは、土地の一
部として扱うのが便宜であり、独立した工作物で営
造したものは、工作物として台帳を作成するのが便
宜である。また、借地上にあるものは、当然別に台
帳を作成すべきである。
　立木として管理すべきものは、一定のものであり、
一定のもの以外のものは土地で管理するのが便宜
である。
　物品の内、管理の対象となるものは、備品が中心
となるが、会計システムとの関連で「節」：備品購入
費のみに限られるわけでなく、「節」：工事請負費か
らの支出分からも備品に計上すべきものがある。
　また、保全、維持保全、修繕、改修の区分も重要
であり、保全の記録を行うべきである。
　上記の分類と会計システムとの関連を考慮し、公
有財産の管理には、保全、修繕等の記録を含めた
付属資料の作成及び保管並びに補充記録が重要で
ある。

改善進行中

　今後工事請負費の支出に伴って財産台帳及び備
品台帳へ反映させる。
　現財産については、公有財産台帳の整備をし、備
品については、上記「整理番号９」により洗い直しを
行うので、現にある備品の登録を行う。＜福祉生活
課＞
　立木管理は取引が発生する場合に管理が必要で
ある。
　当市では、本巣の消防防災林以外はないと考えら
れるため、土地として一体として管理していく。
　規則改正はしない予定。＜管財情報課＞

福祉生活
課・管財情
報課

14 21 意見
老人福祉セ
ンター

　老人福祉センターへの委託契約の協議事項を明
確にすべきであり、無償の事務所使用の利用許可
については、別途検討することが望まれる。

改善進行中

　委託契約の協議事項について、平成２３年度中に
委託すべき範囲及び業務を明確にできるよう協議す
る。
　平成２３年度の事務所使用の無償利用について
は、面積表示を提出させるなどの対応を行ったが、
今後の無償利用については、関係例規に基づき再
度検討する。

福祉生活課
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番号

報告書
ページ

区分 監査対象 結果又は意見の概要 進捗状況 措置又は今後の取り組みの内容 回答担当課

15 30 意見
放課後児童
クラブ

　牛牧小校区放課後児童クラブの２階部分を有効活
用できるように検討することが望まれる。

改善進行中

　現状においては、階段構造により児童の利用は難
しいので、保護者会、指導員のミーティング等に活
用できるよう平成２３年度中に担当部局において検
討し結論を出す。（なお、児童の利用については、建
築基準や消防法等に則り、予算等により使用可能
であるかを検討）

幼児支援
課・教育総
務課

16 30-31 意見
放課後児童
クラブ

　放課後児童クラブに適した小学校の教室や施設の
利用ができないかどうかの調査をした上で、通常及
び休暇中の積極的な利用を検討することが望まれ
る。

措置済

　小学校の教室については、少人数学級の編成な
どにより余剰教室が無く利用が難しいと考える。体
育館等の利用については、長期休業期間中などに
利用した。

幼児支援
課・教育総
務課

17 32 結果
放課後児童
クラブ

　平成21年度及び平成22年度の市が各クラブと締
結した委託業務契約書について、第6条が脱漏して
いる。平成21年度の誤りが平成22年度も訂正されず
そのままになっているが，少なくとも、次年度の契約
書においては、訂正が必要である。

措置済

　平成２３年度の契約書については、必要な訂正を
行った。

幼児支援課

18 32 結果
放課後児童
クラブ

　業務委託手数料の不要額について、変更契約を
締結せずに精算することは契約及び仕様書に違反
するため、今後は、変更契約を締結の上精算する必
要がある。

措置済

　平成２２年度については、変更契約の締結後に精
算を行った。

幼児支援課

19 32 意見
放課後児童
クラブ

　保護者会に対し、精算払いの意味を理解させ、必
要な出費のみをするように指導徹底することが望ま
れる。

措置済
　保護者会役員会等を通じて、委託料の使途につい
て説明した。

幼児支援課

20 33 意見
放課後児童
クラブ

　各小校区の保護者会からの提出書類について
は、記載方法の指導を徹底することが望まれる。ま
た、提出対象資料については、仕様書の中に明文
化することが望まれる。

措置済

　提出された書類のチェックを行い、記入漏れ等の
不備があれば再提出を指導する。また、仕様書にお
いて提出資料と提出時期について明文化を行った。

幼児支援課

21 34 意見
放課後児童
クラブ

　保育料減免制度を申請しやすくするように様式第
５号の記載を変更するとともに、減免制度の利用が
可能であることを周知させることが望まれる。 改善進行中

　様式については、変更すべき内容について担当部
局において検討を行い、平成２３年度中に必要な変
更を行う。減免制度の周知については、利用者説明
会、文書配布により行った。

幼児支援課
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22 34 意見
放課後児童
クラブ

　職員の人件費削減の可能性はないかなども含め
て、平日の保育料の妥当性を検討することが望まれ
る。また、休業期間中の保育料についても併せて検
討することが望まれる。

措置済

　受益者負担、クラブ運営にかかる経費の半分を負
担してもらう考えからすると決して保育料が高いとは
言えないと考える。また、岐阜県内の市町村を見て
も保育料の額は様々なので、瑞穂市の保育料が高
いとは言えないと考える。
【参考】
瑞穂市：平日8,000円/月
　　　　　長期のみの利用
　　　　　学年始3,000円
　　　　　夏休み17,000円
　　　　　冬休み3,500円
　　　　　学年末2,500円
岐阜市：5,000円/月
　　　　　延長7,000円/月
大垣市：0～11,000円/月
羽島市：17時まで3,000円/月
　　　　　18時まで4,000円/月
　　　　　19時まで5,000円/月
本巣市：3,000円/月
　　　　　8月のみ7,500円/月
北方町：5,000円/月
　　　　　延長6,000円/月
中津川市：8,000～13,000円/月
瑞浪市：概ね11,000円/月

幼児支援課

23 34-35 意見
放課後児童
クラブ

　一律料金ではなく、所得に応じて、利用料金を分け
ることなどの検討もあってもよいと考える。他市町の
実態調査なども検討することが望ましい。

措置済

　近隣市町をみても所得段階に応じた保育料設定を
している自治体は大垣市のみである。低所得者には
減免制度を設けているので必要性は低いと考える。

幼児支援課

24 35 意見
放課後児童
クラブ

　みずほ放課後児童クラブ検討委員会においては、
対象児童を小１から小６までとする意見もあったの
で、指導体制の問題もあろうが、各クラブ定員割れと
なっている現況においては、対象児童の範囲を拡げ
ることを検討することが望まれる。

改善進行中

　国の動向（子ども・子育て新システム等）を見なが
ら、担当部局において検討を行っていきたいと考え
る。

幼児支援課

25 35 意見
放課後児童
クラブ

　平成22年度において、雇用する職員数が79名であ
ることは、クラブの数が７ということからすれば多い
のではないかと考えるので、本当に契約が必要であ
るか、勤務状態を検証した上で、不要であれば積極
的に雇止を検討すること、極力雇用職員数を増やさ
ないという姿勢が望まれる。

措置済

　常勤で雇用している人数が７９名ではなく、夏休み
などの長期休業期間や平日のシフトに欠員が生じた
場合のみ勤務する職員が半数以上である。具体的
には、常勤３３人、非常勤４６人なので職員数が多す
ぎることはないと考える。

幼児支援課
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26 36-38 意見
放課後児童
クラブ

　人件費削減については、時給、指導員とサポー
ターの割合、ボランティアの積極的利用など、多面
的にその可能性を検討することが望まれる。

措置済

　賃金の額は、近隣市町の賃金と比較しても高くないと考
える。人件費の削減については、利用児童数に応じてそ
の日の職員数を減らすなどの取り組みを行った。また、ボ
ランティアについては、指導体制やクラブ運営等の観点か
ら指導員の代替としての活用は難しいと考える。
【参考】
瑞穂市：巡回指導員　　日額7,760円
　　　　チーフ指導員　時給1,000円
　　　　指導員　　　　時給970円
　　　　サポーター　　時給870円
岐阜市：非常勤嘱託職員
　　　　指導員
　　　　６時間勤務　　　　月額108,200円
　　　　７時間勤務　　　　月額128,100円
　　　　指導補助
　　　　３時間勤務　　　　月額62,700円
　　　　４時間１５分勤務　月額87,800円
　　　　アルバイト指導員　時給750円
大垣市：非常勤嘱託職員
　　　　勤務年数５年未満　　月額178,000円
　　　　勤務年数５～１０年　月額184,400円
　　　　勤務年数１０年以上　月額191,400円
　　　　臨時職員
　　　　有資格者　時給930円
　　　　無資格者　時給770円
羽島市：時給900～1,050円
本巣市：主任指導員　時給1,130円
　　　　指導員　　　時給1,020円
北方町：時給1,020円

幼児支援課

27 43 結果
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　納期限を守らない場合には利用をさせない等の厳
正な措置をとるなど、何らかの対応をすべきである。
窓口業務から納付書作成までの流れをマニュアル
化する等、条例に即した手続を徹底すべきである。

改善進行中

　平成２３年度中に窓口業務等についてマニュアル
を作成する。
　窓口納付について検討する。（窓口における使用
料徴収）

総　務　課

28 43-44 意見
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　センターの窓口で利用を承認し、使用料を収納で
きるような体制に変える方が望ましい。

改善進行中

　平成２３年度中に窓口業務等についてマニュアル
を作成する。
　窓口納付について検討する。（窓口における使用
料徴収）

総　務　課

29 45 意見
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　センターの利用を促進するために、利用実態を把
握した上で、目標値を設定することが望まれる。 改善進行中

　利用率について、実状の利用形態を検討した上
で、目標値の設定を行い、利用促進に努める。

総　務　課

30 46 意見
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　利用率が低迷する現状を考慮すれば、他の自治
体の事例を参考にしながら、指定管理者制度の導
入を検討することが望まれる。

改善進行中

　利用率向上を優先しながら、管理のあり方につい
ても検討する。

総　務　課
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31 46 意見
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　センター用地として取得したこの東側の広場が、果
たして何のために必要であったのか判然としない。
周囲の状況等を考慮すれば、駐車場とする等、効率
的な利用が望まれる。

改善進行中

　牛牧南部コミュニティセンターの駐車場は、設置さ
れており、東側広場は、現在公園用地として使用し
ている。今後は、周辺の教育施設と協議しながら、
効率的な利用ができるよう検討する。

総　務　課

32 47 意見
牛牧南部コ
ミュニティセ
ンター

　今後の施設等の建設に当たっては、省エネルギー
工法による問題が発生しないよう十分な検討が望ま
れる。また、利用者アンケートなどを実施して、これ
らが原因で利用率が低迷しているのであれば、対応
を図るなど、利用率の向上を図ることが望まれる。

改善進行中

　省エネルギー工法を活かしながら、施設の改修を
平成２３年度中に進める。

総　務　課

33 51 結果
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　除却については、現物を廃棄した写真を残して実
際に破棄されたことが確認できるようなマニュアルを
作成し、徹底すべきである。
　また、利用度合いの低い備品については、その一
覧を情報として施設間で共有し、他の施設で有効に
活用できるような環境を整備すべきである。

改善進行中

　備品については、廃棄状況が確認できるようマ
ニュアルを作成する。また、不用備品については、
庁内職員に周知し活用できるようにする。

総　務　課

34 52-53 結果
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　納付期限を守らない場合には利用をさせない等の
厳正な措置をとる等、適切な施設利用が行われるよ
う対応すべきである。 改善進行中

　平成２３年度中に窓口業務等についてマニュアル
を作成する。
　窓口納付について検討する。（窓口における使用
料徴収）

総　務　課

35 53 意見
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　センターの窓口で利用を承認し、使用料を収納で
きるような体制へ変えることが望まれる。

改善進行中

　平成２３年度中に窓口業務等についてマニュアル
を作成する。
　窓口納付について検討する。（窓口における使用
料徴収）

総　務　課

36 53 結果
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　条例施行規則と、センターの案内文とでは、利用
申し込みは最大で１ヶ月近くの相違があり、条例施
行規則の運用がなされているようである。したがっ
て、案内文を訂正すべきである。

措置済

　施設に設置している案内文は、条例施行規則に
沿ったものとした。

総　務　課

37 55 意見
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　今後センターの利用を促進するためには、利用率
等のデータを把握し、利用実態を把握した上で、目
標値を設定することが望まれる。

改善進行中
　利用率について、部屋ごとにﾃﾞｰﾀｰ化をし利用状
況の把握をしている。目標値の設定を行い、利用促
進に努める。

総　務　課

38 56 結果
牛牧北部防
災コミュニ
ティセンター

　南側擁壁のずれ、地盤沈下、建物の亀裂をこの状
況のまま放置してしまうことは考えられないので、施
工業者と十分協議をし、今後の対策を検討する必要
がある。
　今後、建設される施設などについては、施工の
チェック体制を強化し、問題があった場合の責任の
所在を明確にするとともに、市民の安全に対する説
明責任を果たしていく必要がある。

改善進行中

　平成２３年度中に擁壁等について、設計業者と協
議し、今後の対策を検討する。
　市の公共施設の検査体制の強化に努める。

総　務　課
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39 62 結果
本田コミュニ
ティセンター

　コミュニティセンターの中で一番新しい施設である
ので、利用料金の値上げを検討する必要がある。 改善進行中

　使用料の適切な設定は、平成２３年度にプロジェク
トチームで検討している。

総　務　課

40 62 結果
本田コミュニ
ティセンター

　近隣住民の力を借りながらどのように運営してい
けば設置目的である近隣住民の連帯感の醸成を図
れるかしっかりと考えるべきである。そして、敷地の
取得費は税金から補填されていることを再認識する
必要がある。

改善進行中

　定期的に施設の運営協議会を開催しながら、地域
住民の方と連携し運営していく。

総　務　課

41 63 結果
本田コミュニ
ティセンター

　建設に対しての事実関係を正確に市民に公開す
る必要がある。
　コミュニティセンターそのものを廃止することを含
め、再利用の検討を早急に実行すべきである。

改善進行中

　定期的に開催する運営協議会の中で、より有効に
活用して頂けるよう協議する。

総　務　課

42 63-64 結果
本田コミュニ
ティセンター

　瑞穂市施設管理公社に委託している業務内容を
しっかりと再検討し、契約内容を見直す必要がある。 改善進行中

　平成２４年度の契約時に委託業務等の仕様書を
検討し、より効率的な利用しやすい施設運営を目指
す。

総　務　課

43 64 結果
本田コミュニ
ティセンター

　消耗品等を購入する場合でも一定の品質を確保
する中で、できるだけ価格が安いものを選んで購入
するように努力する必要がある。それには第一に納
入業者の見直し等を図る必要がある。

措置済

　平成２３年度より瑞穂市契約事務要領の規程によ
り、事務を行っている。

総　務　課

44 73 結果
未利用不動
産

　財産台帳に未記入部分があることは規則第16条
違反であるので、早急に記載すべきである。
　財産台帳の様式（第２号）の使い勝手が悪いので
あれば、様式の見直しを検討すべきである。

改善進行中

　財産台帳の異動に伴う登録を実施する。（不明箇
所もあるので、確認次第登録する。）財産台帳は当
分の間、現状通りとする。

管財情報課

45 73-74 意見
未利用不動
産

　土地明細台帳においては、記載がなされていない
部分が多々存在するので、早急に可能な限り情報
を入れることが望まれる。記載する場合には、財産
台帳の記載と合致するよう注意を払い、適正な台帳
を整備することが望まれる。

改善進行中

　分かるものから異動に伴う財産台帳への登録を進
める。（不明箇所もあるので、確認次第登録する。）
土地明細台帳は財産台帳の付属資料として整合を
図かりながら整備を進める。

管財情報課

46 74 結果
未利用不動
産

　所有名義については、早急に全てを瑞穂市名義に
変更する必要がある。
　仮登記がついたままの不動産については、抹消登
記をすべく、事実調査、抹消登記承諾書の返送など
の手続を早急に進めるべきである。
　問題点が発生しないように、規則等で明示し、不動
産登記簿を備え、物件の異動が生じた場合には、そ
の都度、登記簿謄本を備えて管理することが必要で
ある。

改善進行中

　仮登記の相手に再度確認を予定している。（再度
書留文書を送付し、直接本人に会う予定でいる。）
　登記簿謄本、記載事項証明書は現時点で最新の
ものを入手した。
　今後、公有財産の異動毎に、最新の登記簿謄本を
入手する。

管財情報課

47 75 結果
未利用不動
産

　不動産の適切な管理のためにも、規則等において
契約書類の備え付けを明示する必要がある。 改善進行中

　契約の明示の見直しをする。 管財情報課
及び各施設
担当課
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48 75 結果
未利用不動
産

　規則違反となるため、早急に必要な書面を備える
とともに、寄付行為があった場合には規則を徹底す
る必要がある。

措置済
　寄附行為についても書面を作成するよう徹底した。 管財情報課

及び各施設
担当課

49 78 結果
未利用不動
産

　不法占拠防止措置を講じる必要がある。柵を設け
るなり、市有地であることを記した立て看板を設置す
る措置を講じるとともに、定期的な見回りなどの措置
を講じることも併せて検討する必要がある。

措置済

　財産を保全する必要から市の所有物と分かる看板
等の設置を行った。
　今後、定期的な見回りを実施する。（草刈業務委
託者にも業務をかねて注意を払ってもらう。）

管財情報課

50 78 意見
未利用不動
産

　未利用不動産の利用にあたっては、使用許可等を
与えて使用料を徴収することを検討することも望ま
れる。

改善進行中
　未利用地の利用を少しでも進めるように有効活用
を考える。

管財情報課

51 82 結果
未利用不動
産

　土地調査特別委員会に対し、進捗状況を明らかに
する資料も作成の上、理由なく遅延しているものに
ついては早急に処理する必要がある。

改善進行中

　土地調査特別委員会に対して経過説明をしなが
ら、再検討事例があれば、見直しながら進める。

管財情報課

52 82 結果
未利用不動
産

　迅速かつ適切な売却のためにも早急に「普通財産
の売払に関する事務処理要領」を制定する必要が
ある。

措置済
　要領を制定し、今後要領に基づいて実施する。 管財情報課

53 82 意見
未利用不動
産

　活用されていない行政財産においても、行政用途
に供する予定がないのであれば、行政財産用途廃
止手続を経て、普通財産とするなどして、早急に処
理方針を決定することが望まれる。

改善進行中

　土地調査特別委員会に対して経過説明をしなが
ら、再検討事例があれば、見直しながら進める。

管財情報課
及び各施設
担当課

54 83 結果
未利用不動
産

　瑞穂市土地開発公社は、保有財産もなく、利用さ
れていない以上、存在意義はないので早急に解散
すべきである。

改善進行中

　現在、土地開発公社には保有財産はなく、又、土
地取得等を依頼した事業もないが、近年中には、公
共用地の買収や、瑞穂市普通財産処分に伴う土地
造成等が予定されており、それらを土地開発公社に
依頼する事によって、市の事業の円滑化に貢献でき
ると想定される。その為、平成２３年度は、それらを
含め今後土地開発公社を利用する事業の有無を整
理し、その結果、当面の利用計画がないとの判断が
出来れば、土地開発公社の解散に向け理事会にお
いて協議を進める。

都市開発課

55 89-90 結果 美来の森

　市主催行事以外での展示室、研修室の使用につ
いては、使用料を徴収すべきである。
　展示室、研修室には一般廃棄物処理基本計画を
わかりやすく解説、図解したものを作成、展示し、将
来は循環型社会を目指すという方針を示すべきであ
る。
　現在小学４年生を対象に、年１回行われている学
習の機会を小学校の複数の学年対象に毎年行って
啓発すべきである。

改善進行中

　展示室及び研修室の使用料については、使用実
態を分析した上で、条例を改正し、徴収する方向で
検討する。また、一般廃棄物処理基本計画や循環
型社会への方針の啓発については、重要なことであ
り、予算の範囲内で啓発物品を整備していく。
　また、学習の機会を設けることについて、学校のカ
リキュラムに取り入れることは難しい。しかし、学校
の副読本（みずほのくらし）にごみの処理について掲
載されている。

環境課・学
校教育課
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56 90 意見 美来の森

　環境課の職員を美来の森館に移すことにより、環
境課の仕事効率が上がり、他地域からの流入や物
品の持ち出しを防止することができ、美来の森館の
有効利用にもつながると思われる。

措置済

　環境課はごみだけを取り扱っているものではない
こと、環境課だけを外部へ持っていくのは瑞穂市とし
て住民サービスに欠けることから、美来の森へ環境
課をおくことは考えていない。

環境課

57 90 結果 美来の森

　備品管理一覧表に記載されていない机や椅子、
ロッカーが数十点見受けられた事は問題であり、手
続を経た上で備品管理一覧表に記載し、備品シー
ルを貼付して管理していくべきである。
　また、美来の森の備品なのかガラス工房の備品な
のかはっきりしない物が多く見受けられた事も問題
であり、美来の森の備品は環境課が責任を持って
管理し、ガラス工房の備品は、ガラス工房内で生涯
学習課が管理すべきである。

改善進行中

　美来の森の備品については、再度、管理を見直
し、平成２３年度中に一覧表及びシールをしっかり作
成する。また、指摘のとおり、美来の森とガラス工房
については、それぞれ管理を分けて徹底することと
する。＜環境課＞
　本館を借用する際に持ち込んだ備品は、返却時に
必ず工房内に戻すよう指導を行った。＜生涯学習課
＞

環境課・生
涯学習課

58 92 結果 美来の森

　何が持ち込まれているかが不明であり、持ち出さ
れている物も不明であることから、リサイクル品の管
理に問題がある。他の施設に、美来の森から持って
きた冷蔵庫やロッカー等があったことから、徹底した
管理及び監視が必要である。

措置済

　リサイクル品の管理については、平成２３年８月１
日から粗大ごみの有料化が始まったことから、特
に、持込・持出をはっきりさせないといけない。した
がって、今後は持込・持出しないよう職員及び委託
業者に徹底させている。
　また、他の施設に美来の森から持ってきたという備
品があることについては、廃棄を行う。

環境課

59 92 意見 美来の森

　持ち込まれたごみの分別作業等の随意契約は、
再検討が望まれる。 措置済

　分別作業については、瑞穂市施設管理公社に委
託しているが、公社の存在意義を考慮すると、この
まま随意契約でも差し支えないと判断する。

環境課

60 92-93 意見 美来の森

　剪定木の破砕については、費用対効果を考え、時
期をみて廃止し、将来的には可燃ごみ同様に焼却
処分することが望まれる。

措置済

　瑞穂市は農地と住宅地とが混在しており、柿の枝
等の焼却シーズン（１１月・１２月）になると、野外焼
却による煙の苦情が１日に１０本程度寄せられ、そ
の対応に苦慮している。
　循環型社会を目指すところから見ると焼却処分す
るのではなく、破砕することで柿の生産者が再利用
をして頂けるのであれば、地球温暖化の防止にもな
るので、剪定木の破砕について、廃止することは今
のところ考えていない。

環境課

61 94 結果 美来の森

　焼却炉・シートハウスは、瑞穂市としてのごみの現
状を踏まえ、安易に次の施設を造るのではなく、分
別方法を徹底し粗大ごみを有料化した上で、改めて
ごみの量を計算、分析してから再利用を考えるべき
である。

改善進行中

　焼却炉については、法的手続きを経て、廃止す
る。廃止の目標年度は平成２４年度中とする。

環境課
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62 95 結果 美来の森

　一般廃棄物最終処分場は、衛生面を考えても早急
に埋め立てて、最終処分場は廃止すべきである。 改善進行中

　最終処分場については、県とも協議し、法的手続
きを経て、廃止する。廃止の目標年度は平成２３年
度中とする。

環境課

63 96 結果 美来の森

　粗大ごみの有料化を行えば、他市と同様に粗大ご
みの発生量が減少すると考えられるため、早急に有
料化を検討すべきである。

措置済

　粗大ごみの有料化については、平成２３年８月１日
から実施した。

環境課

64 97 意見 美来の森

　ごみ処理の問題は、分別方法を徹底し粗大ごみを
有料化した上で、改めてごみの量を計算、分析し、
瑞穂市施設管理公社に係る委託費と資源化業者に
委託した場合の処理費を試算した上で、今後の計画
を立て直すことが望まれる。
　それと同時に、リサイクルセンターへの移行計画に
ついて慎重に検討することが望ましい。

改善進行中

　平成２０年度に作成した「一般廃棄物処理基本計
画」については、第一次目標年次が、平成２５年度と
なっているので、平成２３年度から３ヵ年度をかけて
今後の計画を見直すこととする。
　リサイクルセンターの計画については、計画の見
直しのなかで、検討していく。

環境課

65 97 結果 美来の森

　ごみ問題だけを考えれば、早急に粗大ごみの有料
化を図り、環境課を美来の森館に移すべきである。

措置済

　粗大ごみの有料化については、平成２３年８月１日
から実施した。
　また、環境課の移設については、ごみだけを取り
扱っているものではないこと、環境課だけを外部へ
持っていくのは瑞穂市として住民サービスに欠ける
ことから、美来の森へ環境課を置くことは考えていな
い。

環境課

66 100 結果
就業改善セ
ンター

　現状から考えると、利用状況の把握から収支を含
め、生涯学習課で一元管理をして運営していくべき
である。

改善進行中

　県と内容及び申請の検討をし、平成２３年度中に
国への申請を行い、受理され次第生涯学習課と協
議を行い、就業改善センターの条例の廃止を行う。

商工農政
課・生涯学
習課

67 106 結果 火葬場

　火葬場は、近隣市町と広域連合を結成し、斎場の
機能を持たせた上で運営していくべきである。

措置済

　建設当時の地元との合意に基づき、他市町(広域
連合)の受け入れには地元の了解が必要である。
よって市として広域の運営は現時点では考えていな
い。しかし、財政が厳しき折、今後は費用対効果も
考慮して市外受け入れ及び広域連合等も視野に入
れて検討する。

市民課
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68 106 意見 火葬場

　汚物炉（動物炉）は、人体炉を減らしてでも増設す
ることが望まれる。

措置済

　人体炉の数は、旧穂積町の火葬場建設時の基本
計画において、平成37年には、利用対象人口55,057
人、年間利用件数551人(人口の1％)と推定し、炉数
は火葬炉の機能並びに1日最大件数により3基とな
るが、年間を通しての検査・点検・整備等を考慮して
予備炉を設け4基とした。その後合併し、人口が今後
さらに増えると考えられるため、人体炉の削減は考
えていない。
　動物炉に関しては、犬・猫等の年間火葬件数が
1087件(一般市民受付555件、各課での火葬場への
持込件数532件） で、1日約3.6件となる。さらに、各
課での動物等の持込は、まとめて火葬していること
から、こうした現状で人体炉を減らし動物炉を増設す
ることは考えていない。

市民課

69 106 意見 火葬場

　霊安室は、今後改装、建て替えを行うのであれ
ば、利用状況を十分考慮して設置するかどうかを検
討していくことが望まれる。

措置済

　霊安室に関しても建て替え時期が到来したときに
火葬件数等を考慮して考えていく。今現在は考えて
いない。

市民課

70 107 結果 火葬場

　霊柩車、祭壇等の貸出しについては、利用状況の
大幅な改善が見込まれない限り取りやめ、処分すべ
きである。

措置済

　旧穂積町の時には住民サービス、弱者救済の観
点から貸し出してきた経緯があり、祭壇及び霊柩車
の貸し出し及び使用件数は数百件あった。近年、祭
壇は年間数件程度の貸し出ししかないが、霊柩車
は、年間数百件の使用がある。今後、霊柩車・祭壇
等の耐用年数及び使用頻度等を考慮して順次廃止
していく。

市民課

71 107 結果 火葬場

　火葬炉使用料金の見直しをする必要がある。

改善進行中

　火葬炉の使用料金は、死亡時に本市の市民でな
かった者で火葬場及び葬祭備品を使用する場合の
料金に関して平成２３年度中に見直し結論を得る。

市民課

72 107-108 結果 火葬場

　待合室に関しては、利用規定を作成して使用料を
徴収すべきである。
　棺桶や芳名帳、香典帳等消耗品の販売は条例違
反となってしまうことから、事実であれば条例を改定
すべきである。

措置済

　待合室の使用料は、火葬場の使用料金の中に含
んでいるが、今後、他市町の状況等を調査し待合室
の使用料を検討する。消耗品等の販売については
私法上の契約に基づくものであり、条例の改正は必
要ないと考える。

市民課
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73 108 結果 火葬場

　一般廃棄物処理場に出された品物を火葬場内で
再利用していることは問題であり、手続を取って実
施すべきである。
　公営施設の倉庫に個人の所有物を置いておくこと
は問題であり、撤去し今後は止めさせるべきであ
る。
　備品管理に対する意識を根本的に考え直すべき
であり、再度備品チェックをし、備品管理一覧表を再
作成した上で備品シールを貼付し、管理すべきであ
る。

改善進行中

　一般廃棄物処理場に出された物品を火葬場に設
置することに関しては、所有権は市に属すると考え
るが、道義的に考えて廃棄された物品を再利用する
のはいかがなものかと考える。必要であるなら予算
を立てて購入するべきである。火葬場にある物品に
関しては、処分した。
　公営施設の倉庫に私物が保管してあるものは、外
部監査で指摘された後、撤去した。
　備品管理は、備品台帳を再作成して平成２３年度
中に備品シールを貼付する。

市民課・環
境課

74 111 結果 市営墓地

　修理はその都度行政と管理組合で協議して行って
いるが、明確な規定を定めて運用すべきである。
　10年以上経過しているにもかかわらず管理されて
いない墓地は、条例に則り、市広報に公表した上で
利用権の返還の手続きをすべきである。

改善進行中

　平成２３年度中に管理組合と協議をし修理等運用
規定を定めて行く。
　10年以上経過してなお管理する者が不明の場合
は平成２３年度中に瑞穂市墓地条例に則り適正に
対処して行く。

市民課

75 111 意見 市営墓地

　条例では１世帯１施主１区画のみの利用であるこ
とから、条例の遵守が望まれる。必要なら条例を改
定するか墓地の旧権利者には返還してもらい、需要
に応えていくことが望まれる。

措置済

　調査の結果、そのような事実は無く、条例のとおり
1世帯1施主1区画であり今現在も遵守されている。

市民課

76 116 結果 公園

　馬場公園・南流公園には清掃管理表が見当たらな
いため実際行われているかどうかの確認がとれない
ので、今後適切な管理確認をとれるようすべきであ
る。

措置済

　平成２３年度より清掃管理表にて実施した。 都市管理課

77 117 結果 公園

　南流公園内の年６回の園内点検は、周辺地域の
治安等を考慮すると十分とはいえない。回数を増や
すなどして住民サービスを充実させる必要がある。

措置済

　平成２３年度から委託業者による毎週１回のごみ
回収時に園内点検を実施し、不良箇所等は随時報
告をもらう体制を整えた。

都市管理課

78 118 意見 公園

　馬場公園のグラウンドの利用数はあまりに少な
い。有効利用されるようＰＲ活動し、利用してもらうよ
うに働きかけることが望まれる。 改善進行中

　馬場公園は、住宅街にあり、利用可能な種目が限
られることから、どうしても団体としての利用数が少
なくなるが、幼児児童の遊び場として放課後など毎
日利用頂いている。平成２３年度に広報等で定期的
にＰＲを行い、利用促進に努める。

都市管理課

79 118 結果 公園
　運動場利用申込管理が、適切に運用されるよう
チェック体制を整えるべきである。 措置済

　管理人に対し、申込時に注意喚起し使用前に申し
込むよう使用者に説明するよう徹底した。

都市管理課

80 118 意見 公園

　五六川親水公園は、積極的に公園のＰＲを行って
いないので、もう少しＰＲして瑞穂市民全体のための
憩いの緑地公園にすることが望まれる。

改善進行中

　ホームページを平成２３年度中に作成するほか、
広報でもPRする。

都市管理課
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81 119 意見 公園

　根尾川河川公園は、特定の団体だけが利用する
のではなく、誰もが利用できるように是正することが
望まれる。

措置済

　公園の清掃等をボラインティアで行って頂いている
クラブの方々と話をして、一般の方も自由に使える
施設であるということを再確認した。

都市管理課

82 119 結果 公園

　森天神神社児童遊園地は、器具自体の老朽化よ
る事故発生リスクを未然に防ぐための管理を行う必
要がある。

措置済

　当公園は地元管理であり遊具の点検について市
で行っており点検に基づき地元に情報を伝え、すで
に遊具のサビ等を除去し、塗装した。

都市管理課

83 119 意見 公園
　砂場検査は、検査時に立ち会いながら実施状況の
把握に努めることが望まれる。 措置済

　平成２３年度から検査時は立会いを行う体制にし
た。

都市管理課

84 125-126 意見
自転車駐車
場及び駐車
場

　第１自転車駐車場の１階以外の自転車駐車場（自
転車用）についても供用時間の見直しを行い、稼働
率の向上を図ることを検討することが望まれる。

改善進行中

　今後利用率の低い駐輪場のあり方を検討する。 都市管理課

85 126 意見
自転車駐車
場及び駐車
場

　軽自動車専用駐車場は、次回、大規模な改修工
事を行うときには、再度、普通自動車を駐車可能に
するスペースが確保できるかを確認し、駐車場の利
用者の範囲を拡大するよう検討することが望まれ
る。

措置済

　今後改修時には普通自動車も利用できるよう検討
する。

都市管理課

86 127 意見
自転車駐車
場及び駐車
場

　30分以内の利用者の統計をとることによって、利
用者が駐車場をどのように利用しているのかを把握
するなど、何らかの目的をもって統計をとっていくこ
とが望まれる。また、統計資料を分析した結果、駐
車場を増設する必要があると判断された場合には、
穂積駅の北側にある未利用地の活用も検討するこ
とが望まれる。

措置済

　平成20年度から平成22年度の3年間で30分以内
利用者数(送迎者)は1.66倍と伸びており、駐車場を
溢れた待機車両による渋滞が著しい。そのため、駅
北未利用地を自動車駐車場として整備し渋滞を緩
和する。

都市管理課

87 128 意見
自転車駐車
場及び駐車
場

　現在の業務委託料の内訳はほとんどが人件費で
あるので、自転車駐車場の機械化の検討とともに、
人員の配置を見直し、効率的な運営を行うことを検
討することが望まれる。また、指定管理者制度の導
入についても検討することが望まれる。

改善進行中

　施設管理公社のあり方もあるが、機械化や指定管
理者制度について検討中である。

都市管理課

88 135 結果 市営住宅

　公の施設の管理の基礎となる公有財産台帳（土地
の部）及びその関連資料は、正確な記録とともにそ
の整備は、万全を尽くすべきである。

改善進行中

　平成２３年度中に台帳を整備する。 都市管理課

89 136 結果 市営住宅

　瑞穂市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収
条例の第２条(使用料の額等)中の地方自治法第238
条の引用項数は、「４項」でなく「７項」である。早急に
訂正すべきである。

改善進行中

　条例を改正する。 管財情報課
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90 136 結果 市営住宅
　公営住宅法第18条第３項の規定に基づき、敷金を
適切に予算充当すべきである。 措置済

　平成２３年度より市営住宅建設に係る公債費に充
当した。

都市管理課

91 136 結果 市営住宅

　瑞穂市公示においては、駐車場について１部屋に
つき１台無料との記載はなく、広報みずほのみの記
載であるので、この部分について公募内容を同じに
して募集すべきである。

措置済

　平成２３年度より公示内容を訂正した。 都市管理課

92 136 意見 市営住宅
　家賃の滞納処理方法について、家賃は私法上の
債権となることや、県や近隣市町の動向を考慮し、
今後徴収方法を検討することが望まれる。

改善進行中
　県の動向をみて検討する。 都市管理課

93 137 意見 市営住宅

　ホームページにおいて、市営住宅の存在、市営住
宅の概要等について、駐車場使用料、住宅使用料
は延滞金の対象である旨を含めて常時広報するこ
とが望まれる。

改善進行中

　市営住宅の概要等については検討中である。
　延滞金については県の動向をみて検討する。

都市管理課

94 137 結果 市営住宅
　現在の公営住宅法では、「第１種」、「第２種」の区
分はなくなっているので、早急に瑞穂市公示の対応
をすべきである。

措置済
　平成２３年度より公示内容を訂正した。 都市管理課

95 145-146 意見
総合セン
ター

　施設に年間１億円の経費がかかっていることを市
民に知らしめ、今後の運営についての民意を問う必
要があるのではないかと考える。施設利用料の減免
措置も含め有効的な利用方法、適正な料金設定を、
全庁挙げて早期に確立されることが望まれる。また
平成の大合併により、市内には同じような施設（各
種会議室、調理実習室など）が重複して複数箇所存
在している。利用者の状況（利用人員数、利用形態
など）によって最適な規模の利用場所を示せるよう、
施設の一元的管理体制の充実も必要と考える。

改善進行中

　利用料の適切な設定は、平成２３年度に全庁をあ
げてプロジェクトチームを作り検討している。生涯学
習課の管理する施設以外でもコミセン等利用状況が
分かるような一元管理を検討する。

生涯学習課

96 146 結果
総合セン
ター

　季節によって開館時間を短縮するとか、デイサー
ビス以外は休館日を増やすなど、利用状況とコスト
に見合った対応を検討する必要がある。

改善進行中

　平成２３年度中に利用状況のデータや早期の予約
状況等を見ながら休館日の導入も視野に入れて検
討する。

生涯学習課

97 146 結果
総合セン
ター

　日ごと施設ごと時間ごとの利用状況が分かるデー
タを作成し、現状を様々な角度から分析し、最小の
費用で最大の効果を得るためにはどうすべきかを検
討する必要がある。

改善進行中

　日ごと施設ごと時間ごとの利用状況が分かるデー
タは作成済みである。平成２３年度中にこれを基に
現状を分析し検討する。

生涯学習課

98 146-147 結果
総合セン
ター

　同じような施設が複数存在することが果たして必
要かどうか真剣に考える必要がある。より有効的な
利用方法を市民目線で考え、一体的活用を考える
必要がある。

改善進行中

　平成２３年度中に利用状況のデータを基に、競合
する施設について利用方法を検討する。

生涯学習課
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99 151 意見
西部複合セ
ンター

　今後は経過年数に伴い大規模な修繕が必要と
なってくる。必要な対策について早期に手だてを講じ
ることが望まれる。 改善進行中

　長期的修繕計画を策定するにあたり、基礎情報
（重要度や時期、費用）を収集する必要があることか
ら、まずは、図書館及び健康推進課のそれぞれが
検討することとしたい。

生涯学習課

100 152 意見
西部複合セ
ンター

　西部複合センターに保健センター機能を集約する
ことで、利用者がより有効的にセンターを利用できる
よう考えることが望まれる。
　また、今後は介護予防普及啓発・介護予防活動等
の地域支援事業の拠点としても保健センターの利用
を考えることが望まれる。

改善進行中

　保健センター及び巣南保健センターの利用状況の
把握を実施している。
　現在実施している特定保健指導の利用率拡大の
ため、両保健センター利用拡大を計画している。
　今後は、保健事業等の利用も継続していくが、平
成２３年度実施の「瑞穂市健康増進計画策定委員
会」において、健康増進計画に関わるものとして、長
期的に保健センターのあり方・利用方法などの協議
も取り入れ調整を図りたい。

健康推進課

101 156 結果
市民セン
ター

　サーキットトレーニング室の回数券の印刷は瑞穂
市が行い、ナンバーリング等をすることにより、回数
券の管理をする必要がある。 措置済

　回数券については複製が比較的簡易であり、ま
た、ナンバリング等の管理もし難いため、平成23年
度より廃止とし、使用の都度金額を徴収する方式に
変更した。

生涯学習課

102 157 意見
市民セン
ター

　講習の内容が運動器具の簡単な使用方法の説明
など、専門的な知識を必要としないものであるなら
ば、瑞穂市民センターの窓口業務を委託している瑞
穂市施設管理公社の職員が講習を担当するなど、
講習の方法についての検討を行い、また、どうしても
指導員等による専門的な指導が必要ということであ
れば、講習の開催回数を見直すなどの検討が望ま
れる。

改善進行中

　画一的な説明はできると思われるが、利用者の年
齢、利用目的等が様々であるため、専門的知識が
ある方にお願いしたい。講習会の回数については、
平成２３年度の参加者数の実績をもとに見直しをす
る。

生涯学習課

103 157 結果
市民セン
ター

　サーキットトレーニング室の歳入・歳出の関係を分
析し、民間施設を参考として使用料の見直しを検討
する必要がある。ただし、現在の料金設定でのサー
キットトレーニング室の利用者数からサーキットト
レーニング室の存続そのものも十分に検討する必
要がある。

改善進行中

　利用料の適切な設定は、平成２３年度に全庁をあ
げてプロジェクトチームを作り検討している。利用者
数が減少傾向であれば廃止とする。

生涯学習課

104 158 意見
市民セン
ター

　利用団体登録申請書の住所等の確認がされてい
ないので、免許証等によって住所等の確認をする方
がよいと思われる。

措置済

　代表者の免許証を確認するようにした。 生涯学習課

105 158 意見
市民セン
ター

　瑞穂市の行事で使用することが確定している施設
については、申請受付期間よりも前に使用不可であ
ることを公示する方がよいと思われる。また、他の利
用団体と重複した場合の調整にも一定のルールを
定める方がよいと思われる。

改善進行中

　市や関係する団体の使用が確定した施設につい
ては、すでに各公民館窓口に掲示中である。重複し
た場合や優先順位の規定を現在作成中である。

生涯学習課
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106 160-161 結果 巣南公民館
　分析資料に基づき、現状を様々な角度から分析
し、最小の費用で最大の効果を得るためにはどうす
べきかを検討していく必要がある。

改善進行中
　現在、利用状況を基に検討中である。 生涯学習課

107 161 結果 巣南公民館

　インターネットでの利用申込みといった更なる利用
拡大の方法を考えるか、または利用料引き上げに
よって利用者に応分負担をしてもらうといった対策を
講じる必要がある。

改善進行中

　利用料の適切な設定は、平成２３年度に全庁をあ
げてプロジェクトチームを作り検討している。

生涯学習課

108 161 結果 巣南公民館

　他の施設を含めインターネットによる使用申込シス
テムを導入する等の対策を講ずる必要がある。しか
し、もし現状が続くのであれば、穂積公民館との統
合や他の施設に機能を移す等の措置を検討する必
要がある。

改善進行中

　平成２３年度中にインターネットシステムを導入し
ている市町及び費用対効果を調べ検討する。

生涯学習課

109 161-162 結果 巣南公民館

　開館時間の柔軟な対応、窓口業務の効率化により
コスト削減を検討すべきである。

改善進行中

　開館時間は公民館だけの業務ではなく、グラウン
ドや体育館の貸し出し業務があり、変更は難しい。
窓口業務の効率化等については、平成２３年度中に
他市町等を調査したり、他でコスト削減が出来ない
か検討する。

生涯学習課

110 162 結果 巣南公民館

　資料室の資料の中には貴重な資料もあると思わ
れるので、保管状況を改善する必要がある。また、
郷土資料を１階ホールもしくは郷土資料館に展示
し、市民に見てもらうようにするとともに、空いた資料
室を有効に利用すべきである。

改善進行中

　平成２３年度中に備品整理及び備品一覧表を作成
できるよう取り組んでいる。整理が済んだ段階で、そ
の活用方法について検討していく。

生涯学習課

111 166 結果
うすずみ研
修センター

　この施設に関する設計料の金額は財産台帳（建
物）に追加記載すべきである。 措置済

　設計料を追加記載した。 生涯学習課

112 167 結果
うすずみ研
修センター

　備品台帳を早急に整備し、現品の実在を確認すべ
きである。なお、「瑞穂市うすずみ研修センターの指
定管理者に関する協定書」には、備品台帳の定め
があるため、その確認も必要である。

改善進行中

　備品台帳は、年内に整備する。 生涯学習課

113 167 結果
うすずみ研
修センター

　今後の運営について、指定管理者である（財）ＮＥ
Ｏ桜交流ランドまたは本巣市と協議し、瑞穂市民の
利用についての減額対象の取決めを行うと同時に
瑞穂市においても、広報を積極的に行うべきであ
る。

改善進行中

　平成２３年度内を目標に庁内及び本巣市との協議
を進める。

生涯学習課

114 167 結果
うすずみ研
修センター

　建物の維持改修については、本巣市の施設の改
修計画に影響され、共用部分についての負担が求
められる可能性がある。その金額、時期等を含め、
本巣市と施設の維持管理について、用地の貸付関
係を含めて、協議する必要がある。

改善進行中

　平成２３年度内を目標に庁内及び本巣市との協議
を進める。

生涯学習課
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115 168 意見
うすずみ研
修センター

　本施設については、本巣市へ移管し、施設利用に
関する相互協議により、割引または減額対象を明確
にした方がよいと思われる。

措置済

　当面は現状の指定管理者方式により継続する。 生涯学習課

116 171-172 結果
グラウンド及
びふれあい
広場

　優先団体の選定については平等原則の趣旨を念
頭に適正かつ明瞭な基準を作成し、それに基づき見
直すべきである。また、現在優先団体の利用を優先
させるために前々月の11日に利用の申込みがされ
ているものについて１ヶ月以上、利用の許可・不許
可が決定されないことは一般の利用団体の利用を
制約するものである。有効活用と考えるのであれば
是正措置を講ずるべきである。

措置済

　優先団体の基準については以前からあるが、文書
化されていなかったので作成した。
　許可（不許可)通知書が発行されるまで1ヶ月以上
期間がある場合があるため、市の行事で利用できな
い施設については申込み窓口に掲載している。

生涯学習課

117 172 意見
グラウンド及
びふれあい
広場

　インターネットによるグラウンドの予約の導入につ
いて検討することが望まれる。また、各グラウンドの
空き状況についてもインターネット上において公開さ
れておらず、検討することが望まれる。

改善進行中

　平成２３年度中にインターネットシステムを導入し
ている市町及び費用対効果を調べ検討する。

生涯学習課

118 172-173 意見
グラウンド及
びふれあい
広場

　各施設について、（イ）利用時間帯ごとの稼働率、
（ロ）稼働日数、（ハ）利用団体及びその利用回数の
資料を月単位で毎年度作成するなどの対策が望ま
れる。

改善進行中

　平成２３年度中に一覧表の形で比較できるようシ
ステムの改良を検討する。

生涯学習課

119 173-174 意見
グラウンド及
びふれあい
広場

　グラウンドの使用料の積算根拠を明確にし、市民
にわかりやすく説明できるようにすることが必要であ
る。また、公共施設を安定に運営すること及び受益
者負担の観点から使用料金について検討すること
が望まれる。

改善進行中

　利用料の適切な設定は、平成２３年度に全庁をあ
げてプロジェクトチームを作り検討している。

生涯学習課

120 174 結果
グラウンド及
びふれあい
広場

　鷺田橋グラウンドは、利用向上を図るため、サッ
カーの試合ができるように整えることも有効ではある
が、そもそもサッカーグラウンドを所有する必要性に
ついて他のグラウンドの利用状況を考慮しながら再
検討すべきである。

措置済

　河川敷のグラウンドであり、駐車場もなく、以前、設
置してあったサッカーゴールが増水時に流された経
緯もあり、利便性が低いため、占用期間終了時、国
へ返却する。

生涯学習課

121 175 結果
グラウンド及
びふれあい
広場

　犀川グラウンドは、市民の利用に供するものとは
考えられないため、土地（借地）については返還する
ことを検討すべきである。

措置済

　利用率が低く、費用対効果も検討し、平成23年度
から使用貸借契約とした。

生涯学習課

122 177 結果
グラウンド及
びふれあい
広場

　生津ふれあい広場は、グラウンドとして適切な整備
が実施されず市民の利用向上が図れない現状を改
善すべく土地の利用計画について売却を含め検討
すべきである。

改善進行中

　市民が広く利用できるよう改修を行う。 生涯学習課
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123 178 結果
グラウンド及
びふれあい
広場

　（仮称）大月グラウンドの借地については、一度、
返還することを含め検討すべきである。また、グラウ
ンドの建設について必要であると判断された場合に
おいても、生津ふれあい広場をグラウンドとして整備
し、使用することで代替施設として市民のニーズに
応えることにならないのか検討すべきである。

改善進行中

　盛り土、擁壁をして間もない現状であり、返還は考
えていない。
　年次計画で、生津ふれあい広場が有効利用できる
よう整備し、その後大月グラウンドの整備を計画す
る。

生涯学習課

124 183 結果
瑞穂市ガラ
ス工房

　事業に関することを規定した条例等を、早急に整
備すべきである。 改善進行中

　平成２３年度中に瑞穂市公民館条例を改正し、公
民館分館としてガラス工房を含める方向で進める。

生涯学習課

125 183-184 結果
瑞穂市ガラ
ス工房

　委託業務契約書・仕様書等を作成し、委託内容を
明確にすべきである。また、業者による指導業務を
廃止した経緯を明確にし、それまでの支出について
どの程度の管理が行われていたのか、平成21年度
をもってなぜ廃止するのか、不要となった理由を十
分に再検討し、他の施設に関わる費用についても横
のつながりをもって応用していく必要がある。

改善進行中

　ガラス工房に関する管理及び教室の指導に関する
協定を平成２３年度より「美来の森ガラス工房瑞穂」
と実施した。
　他の施設に関わる費用については、プロジェクト
チームの検討結果を参考に対応する。

生涯学習課

126 184 結果
瑞穂市ガラ
ス工房

　管理が不在のため、正確にチェックできる体制を
整備すべきである。 措置済

　上記協定にて、管理を行うことを依頼するととも
に、担当者による巡回を定期的（週1回～月2回)に
実施する。

生涯学習課

127 184-185 結果
瑞穂市ガラ
ス工房

　常に物品の状態を把握できる体制を整えるべきで
ある。また、徐冷炉については、今後、使用する予
定がないのであれば、早急に売却もしくは処分をす
べきである。

改善進行中

　徐冷炉は、平成２３年度中の処分を目指す。 生涯学習課

128 185 結果
瑞穂市ガラ
ス工房

　施設の存続を考えていくのであれば、最低でも、受
講料及び施設使用料の見直しやコスト削減を検討
すべきである。さらに、利用率の向上を目的として、
ホームページによる広告をし、ガラス工房の周知徹
底を図るべきである。

改善進行中

　平成２３年度より、吹きガラスサークルの使用料を
見直すとともに、３年に１回燃料費をもとに使用料の
見直しを行う。受講料も見直しを行う。
　利用率の向上として、現在広報みずほと市ホーム
ページによる宣伝を行っているが、更に市内の各施
設に講座のチラシの配布を依頼するとともに、年１
回フリーペーパーによる宣伝を行う予定である。

生涯学習課

129 188 結果 弓道場

　個人所有の弓と矢が収納場所のほとんどを占めて
いる現実がある。保管料など実費を徴収するなどの
検討する必要がある。

改善進行中

　個人所有の物品は撤去するように依頼する。 生涯学習課

130 188 意見 弓道場

　現在は近的（近距離の的場）しかできないという利
用者の声を考慮すると、射場を北側（屋外広場）に
移設あるいは新設の上、より有効的な利用を検討
し、さらに、多くの市民が弓道という競技を体験でき
る機会を、市側と競技団体とともに考えることが望ま
れる。

措置済

　遠的用の施設とするには現実的には施設の建替
えが必要になると思われ、財政状況を踏まえ検討す
る必要がある。現時点では、改修を行う予定はな
い。

生涯学習課
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131 188 意見 弓道場

　現状の利用金額による歳入では、施設の修繕等
が発生した場合はすぐに支出超過（赤字）となってし
まう。近隣市町の利用料金を参考に早急の料金改
定が望まれる。

改善進行中

　利用料の適切な設定は、平成２３年度に全庁をあ
げてプロジェクトチームを作り検討している。

生涯学習課

132 194 結果 図書館

　市民の読書推進については、ホームページの構成
について検討する必要がある。

改善進行中

　現在、関係部署及びシステム保守委託会社等と打
合せし、平成２３年１０月初旬のサービス開始を目途
に進めている。また、その構成は、本の予約サービ
スや図書館情報の提供等を考えている。（整理番号
１３３指摘事項「本の予約」に関しても合わせての回
答）

生涯学習課

133 194-195 意見 図書館

　選書に当たっては年代別の意見が平等に反映さ
れているか、また、反映されるような仕組みとなって
いるのか検討することが望まれる。
　本の予約についてホームページ上で行えるよう早
期に実施することが望まれる。

改善進行中

　選書は司書資格を有する職員で行い、嘱託職員
以上（２０代から６０代男女の構成）による選書会議
を、両館それぞれで開き精査し、常日頃より各年代
の潜在的要望が反映できるように努めている。ま
た、その会議では、リクエスト以外にも利用者からの
声をカウンターにいる職員が記録に残し、選書に活
かせるよう進め始めた。（「本の予約」については、
整理番号１３２に記入）

生涯学習課

134 195-196 結果 図書館

　処分方法は、不用決定等事務処理要綱において
定められているが、処分する図書の選別及び図書
の内容に合わせた処分方法などについて定められ
ていないことから、その方法についても検討が必要
である。

改善進行中

　平成２３年度は周辺図書館から聞取り調査等を行
う。平成２４年度中に除籍図書の選別基準や処分方
法又、具体的な作業手順について内規としてまとめ
たい。

生涯学習課

135 196 結果 図書館

　視聴覚資料について、予約申込書を用いて市民に
わかりやすい形でリクエストを受け付ける方法に是
正措置を講じるべきである。

改善進行中

　購入予算は年々減少しており、平成２３年度にお
いて、両館それぞれＤＶＤ４０本程度の購入を見込
んでいる。この中に、毎月両館で行っている映画鑑
賞会・こどもえいが会の上映用分も含んでいること
から、決して潤沢とはいえない。しかしながら、この
予算から市民のリクエストを受けて、年間各２０本程
度の購入を進めたい。ただし、図書館で購入する際
は、著作権許諾済み作品であることが前提であるこ
とを周知する必要があり、それぞれの館の特徴に
合った資料としたい。

生涯学習課

136 196 意見 図書館

　市民のニーズに応えた図書館づくりをするために、
図書の配置について、図書館事業について、職員
への要望等の受付けを行うことについて検討が望ま
れる。

措置済

　平成２３年４月より、両館で利用者からのさまざま
な意見や要望をカウンター職員が文書で残したり、
事業実施時にアンケートを行って収集し、定期の打
合せの場でそれらの意見を共有したり、共通理解を
図っている。

生涯学習課
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137 199 意見 図書館

　図書選定の方法については、分類別の回転率を
考慮して再度検討することが望まれる。

措置済

　図書館は幅広い分野の知識と情報を市民に提供
することを目指していることから、全体の蔵書方針を
ふまえつつ、整理番号１３３で述べたように、利用者
からの潜在的要求に応えていなかった分野の充実
を図る。

生涯学習課

138 200-201 意見 図書館

　図書館は２つを統合して楽修館だけとし、分館は
他の施設に転用することも含め、用途変更を検討す
ることが望まれる。

措置済

　分館は巣南地区における市民の読書活動推進の
重要な拠点として位置付けられ、活用されてきた。
　しかし未だ住民の貸し出し登録率という点では、巣
南地区は穂積地区に比較して低く、これからもさらに
分館の活用が期待されるところである。また、分館
は開館以来、その運営コンセプトを親子が本に親し
み、本を楽しめる図書館として、その蔵書構成も絵
本が全体の２３％を占め、児童文学等も含めると蔵
書の１／４以上が子どもにかかわる蔵書であり、多く
の子どもたちやその保護者がゆったりと本に親しむ
ことができる図書館となっている。
　現在、瑞穂市では、国・県の法律や計画に基づき、
子どもの読書活動を推進するための計画を策定中
である。子どもの心の成長における読書の意義には
計り知れないものがあり、子どもが読書に親しむた
めには、まずは身近な場所に図書館があることが必
至条件であると考える。
　これらのことからも分館の存在意義はきわめて大
きく、図書館運営の経費削減や合理化を図りつつ、
より一層の市民サービスに努めながら、現状の本
館・分館２館での運営体制を継続していく考えであ
る。

生涯学習課

139 205 結果
瑞穂市郷土
資料館

　郷土資料を利用するのであれば、早急に郷土資料
館に値する状態にする必要がある。利用しないので
あれば、他の利用あるいは第三者への売却などを
早急に検討すべきである。

改善進行中

　現在取り組んでいる備品整理が終了した段階で、
巣南公民館内の資料室を含めて一体化し、どこで、
どのような形で展示を行うか方向を平成２３年度中
に決定する。
　結果によっては、資料保管庫の売却や資料館の
放課後児童クラブやコミュニティーセンターとしての
転用も検討する。

生涯学習課

140 205 意見
瑞穂市郷土
資料館

　都市公園内の施設であることから、都市公園法
に、また、建築基準法その他諸法令に反しない限り
で、使用実態に合わせた公の施設に変更することが
望まれる。

改善進行中

　整理番号１３９の結果により用途変更について検
討する。

生涯学習課
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141 206 結果
瑞穂市郷土
資料館

　現行の賃貸借という形態を継続するとしても、早急
な賃貸借契約の賃料の見直しが必要である。 改善進行中

　現行を継続する場合は、平成２４年度より賃貸借
契約の賃料の見直しを行うため、平成２３年度に馬
場東自治会と協議を行う。

生涯学習課

142 206 結果
瑞穂市郷土
資料館

　施設として存続させるのであれば、備品管理一覧
表を作成し適切に管理すべきである。 改善進行中

　平成２３年度中に備品整理及び備品一覧表を作成
できるよう取り組んでいる。

生涯学習課

143 207 結果
瑞穂市郷土
資料館

　玄関鍵の交換にあたり、自治会への指導等、不特
定多数の人が自由に出入りすることのないように徹
底を図るべきである。
　また、バリアフリー計画についてであるが、専ら自
治会側の利用に供するものであり、応じるのであれ
ばそれなりの受益者負担を検討すべきである。

改善進行中

　平成２３年度中に玄関及び室内の鍵の交換を行
い、複製しにくい鍵に替えることで、自治会以外の利
用者は自治会を経由して借用する方法に指導する。
　バリアフリーについては、市単独事業としての整備
は不可能であることを自治会長に伝えた。

生涯学習課

144 212 結果
瑞穂市給食
センター

　アレルギー食調理室を本来の目的通り使用し、ア
レルギー食対応をする必要がある。

改善進行中

　現在は、学校・保護者・児童生徒と連携し児童生
徒自身による食材の除去等で対応している。
　開始するには、児童生徒・保護者・学校・栄養士・
医師等との連携が重要であり、連絡会等の設置が
必要である。
　また、調理については、アレルギー食材による食
品・調理の衛生・管理を徹底するための人員配置も
必要になる。
　今後、教育委員会としてもアレルギー対応給食の
実施に向け調査・検討をしたいと考えている。

教育総務課

145 212-213 意見
瑞穂市給食
センター

　調理の熱気が籠もらないように、熱気対策の設備
はされているが改修費やランニングコストを考慮し、
何らかの対策が望まれる。

措置済

　設計時では、調理工程も含め推測しきれない熱量
だった。
　特に去年は、猛暑が続き一部の工程では熱気が
あったが、旧施設からは比べ物にならない作業環境
となっている。
　現在の施設の設計は、各調理室の面積や気圧を
考慮して設計されているため、単純に排気機器やエ
アコン機器の増設ではなく、気圧を配慮した設計をし
なくてはならないと考えている。このため改修には改
修費や電気代等のランニングコストの増加は免れる
ものではないと考える。
　このため、今後の大規模改修時（ボイラー配管等
の更新時や調理・洗浄機器の更新時）において再設
計を検討する。
　＜概ね平成２９年～３４年度＞

教育総務課
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146 212-213 意見
瑞穂市給食
センター

　食の量に比し回収風除室が狭いので場所を拡げ
る工事などの対策をすることが望まれる。

措置済

　設計時には、コンテナ回収時間によりコンテナの回
収数が算定できなかった。
　運営後においてコンテナの効率的回収計画によ
り、一度にコンテナが回収され一時的に風除室が狭
くなる場合もあるが、運営当時より運転手と連携を
取り、コンテナがある時は車で待機するようにして運
営している。

　なお、大規模改修時（ボイラー配管等の更新時や
調理・洗浄機器の更新時）には、再設計を検討す
る。（更なるコンテナ回収時間の短縮もある。）
　＜概ね平成２９年～３４年度＞

教育総務課

147 213 意見
瑞穂市給食
センター

　民間委託の実態を調査・研究するなどして、市直
営方式が妥当であるか、民間委託へ切り替えるとし
てもその範囲をどうするかなどを検討しつつ運営す
ることが望まれる。

措置済

　食の安心・安全のため、調理については、市の職
員がベストと考えている。（議会においても説明をさ
せて頂いた。）
　人件費の支出においては、指導調理員を除く調理
員について、補助職員を雇用し運営している。
　なお、配送業務を管理・費用の面からも検討し、平
成２２年度より派遣職員から委託業務に切り替え
た。

教育総務課

148 214 結果
瑞穂市給食
センター

　施設台帳を備えていないのは、明確な規則違反で
あるので、早急にセンター内に備える必要がある。 改善進行中

　施設台帳は、管財情報課で管理していると解釈し
ていた。
　平成２３年度中に整備をする。

教育総務課

149 215 意見
瑞穂市給食
センター

　運営委員会は、平成21年度以降は会議録が作成
されており、会議録の内容からすれば、運営委員会
は条例及び規則に則り、適切に運営されていると思
われる。今後も継続されたい。

措置済

　ご指摘のとおり、今後も継続運営する。 教育総務課

150 215 結果
瑞穂市給食
センター

　学校給食献立委員会の設置根拠が不明確である
ので、規則等で明確にする必要がある。

措置済

　献立委員会とあるが、各学校の給食担当者とセン
ター職員の担当者会議である。内容は、翌月の献立
の説明や給食業務に関しての説明及び連絡事項の
確認である。
　当然、手当等の支払いはない。

教育総務課
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151 215 結果
瑞穂市給食
センター

　消耗品である食器類については、合理的根拠を示
して新調をする必要がある。

措置済

　メーカー推奨は４～５年が耐用年数である。
　この時期になると、食器自体が黄ばんでくる。表面
の傷も目立つようになり、洗浄においても汚れが落
ちにくくなり、また汚れも付きやすくなり、衛生的に最
善ではない。
　この他、経験上も５年を過ぎると傷や劣化により割
れやすくなり、割れた面が鋭利となり怪我をしたり、
洗浄機に詰まり故障の原因や洗浄時間の延長とな
る。
　この食器は、市合併時に以前の食器より更新導入
し、センター建築時がちょうど更新時期にあたってい
た。
　センター建築にあわせ、児童生徒の体の大きさや
給食の量により、幼・保、小、中の食器の大きさを変
更したが、予算の平均化や目安となる耐用年数経
過期限までの使用を考慮し、幼・保・中学校を中心
に平成１９年度、小学校を中心に２０年度の２年度に
分け食器の更新をした。
　なお、これ以上の分離発注は、旧・新の食器が混
在し、同一学校内（クラス内）の生徒間で、前記した
食器が異なることを防ぐこともある。（食器は、洗浄
時に幼・保、小、中と回収しており、また毎日枚数を
変更しているため、新旧があると明確に分離ができ
なくなってくる。）
　このため、今後も食の安全のため５年を更新時期
とし、平成２４年度、２５年度において食器を更新し
たいと考えている。

教育総務課
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152 216 意見
瑞穂市給食
センター

　ハリヨ公園について、ハリヨが生息するのであれ
ば、散策路の定期的な草刈り、鑑賞用の橋の設置、
あるいは、広報活動を充実して、市民に観賞しても
らえるようにすることが望まれる。逆に、ハリヨの生
息が確認できないのであれば、池を埋め立て、廃止
することも考えられる。
　ゲートボール場は、まず利用してもらえるように広
報活動をし、それでも利用者がいないのであれば、
利用者の存在する他の施設に代えることなど有効
活用を検討することが望まれる。
　ハリヨ公園、ゲートボール場、駐車場を合わせれば
相当な敷地面積となり、不要であれば隣地会社へ
の売却なども検討に値する。

改善進行中

　隣地であるため給食センターで管理をしている。
　管理としては、センターと同じ教育委員会の教育総
務課が草刈等を行っている。
　教育施設か公園用地かの位置付けにより管理部
課の移動も必要と考えるが、今後も早めの草刈等や
樹木の剪定により池の整備を行う。
　なお、池は今も多くの自然水が湧き出ており、今で
は貴重な池であると考える。
　また、ゲートボール場は、施設建築時に地元の要
望により造成されたが、使用はされていない。（ゲー
トボール場は、各地区にあり他地区からの使用は考
えにくい。ただし、地元要望もあったため当分の間は
継続が必要と考える。）
　今後も使用がなされない場合は、前記した貴重な
池（ハリヨ）との一体化した公園として改装し継続を
図ってはどうか地元や市と協議したいと考える。

教育総務課

153 217-218 結果
瑞穂市給食
センター

　給食配送業務委託契約については入札形式によ
るべきである。 措置済

　平成22年8月に指名競争入札により３年の長期委
託契約をした。

教育総務課

154 217-218 結果
瑞穂市給食
センター

　食器等回収作業中に、駐車車両を破損させた事
故は、最終的には全額保険で補てんされたとのこと
であるが、派遣先と派遣元のどちらが民法715条に
定められる使用者責任を負うかは争いがあることか
ら、責任負担については契約書で明示しておく必要
がある。

措置済

　委託契約により、事故については委託先の費用と
し協議をした。

教育総務課

155 217-218 結果
瑞穂市給食
センター

　使用車両を無償貸与することは、不適切であるの
で使用料を負担させる必要がある。

改善進行中

　平成22年度より３年間の長期契約とし締結した。
監査前であったため契約には無償である旨を記入し
た。
　このため、車両代を経費に含めると契約金額の変
更（増額）も必要になる。
　市当局（他の業務）や委託先とも相談し進めたい。

教育総務課
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156 218 意見
瑞穂市給食
センター

　食材の購買契約については、食の地産地消という
観点から適切か再検討することが望まれる。原則形
態である入札形式を経た上で、購入業者の選定に
ついて検討することが望まれる。

措置済

　現在、商工農政課やJA岐阜と連携し地産地消を
推進し給食にも取り入れている。
　また、生産者である地元農家（JA岐阜との契約農
家）の方や食改善委員（食材開発）の方とも個別に
会議・連絡をとりあい、「給食で使用する食材や量」、
「施設の状況」、「生産量や生産時期」、「給食メ
ニューの開発」等を行っている。
　ただし、大量調理場のため、献立や使用量、施設
における調理過程、また生産量等により、全ての食
材を地元産と指定することができないが、今後も使
用できる食材は使用する。
　なお、地産地消のための給食材料については、直
接購入量等を打合せ、生産して頂いている食材であ
るので、その性質上入札形式の導入は困難である。

教育総務課

157 219 結果
瑞穂市給食
センター

　10万円を超えるような高額未納者等に対しては、
裁判所を通じた訴訟、支払督促など法的措置を講じ
るなどの何らかの措置が必要である。
　また、政府は、子ども手当の支給に際し、来年度
から学校給食費の振替えを認める方向のようである
が、これが採用された場合には、市としては積極的
に利用すべきである。

改善進行中

　他市の料金の動向と歩調を合わせて検討する。
　子ども手当の活用は、今後の国の方針に留意し情
報収集に努め可能であれば活用したい。

教育総務課

158 226-227 意見 下水道施設

　市街化がほとんど進んでいないとみられる公共下
水道の整備予定地域のさらなる絞り込みや、市とし
て現在実施しつつある、整備資金をあらかじめ基金
として積み立てる方式（平成22年度から積立を再開
している）で将来世代の負担を軽減することなど、財
政や将来世代に配慮した整備方針を、さらに進めて
いくことが望まれる。

措置済

　整備予定地域の絞り込みについては、下水道法
第５条で規定する事業計画策定時に行う。
　平成２２年度の一般会計から、下水道事業対策基
金に、２億円を増資し、基金残高を約６億円とした。
　平成２３年度一般会計当初予算で基金積立金１億
円を計上している。また、補正予算での増資も検討
し、下水道整備における将来負担を軽減する財政措
置を行っている。

下水道課

159 228-229 意見 下水道施設

　瑞穂市上下水道事業審議会からの答申において
提言されている諸施策を継続的に実施しつつ、以前
に実施され効果があったとされる方法等も考慮し、
長期的な視点で水洗化率向上に取り組むことが望
まれる。

措置済

　ご意見のとおり、審議会の答申にある施策を実施
し、水洗化率の向上に取り組んでいる。

下水道課

160 230 意見 下水道施設

　下水道使用料は、維持管理費等のコストや建設費
回収の観点から決定していくことが望まれる。

措置済

　現下水道使用料については、維持管理費や基準
内繰入金を考慮した使用料金となっている。

下水道課
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161 230-231 意見 下水道施設

　農業集落排水は、維持管理コストを徹底的に削減
するとともに、当該施設の利用を隣接する自治体に
働きかけることなどにより設備の稼働率を高める。ま
た将来的には、隣接自治体の下水道事業が進展し
た時に、当該地区の下水を接続させてもらうというよ
うなことも検討せざるを得ないだろう。

措置済

　ご意見の隣町への区域拡大の働きかけは実施し
たが、断りの回答があった。
　また、隣町の公共下水道への編入については、当
該区域の計画が相当先であるため、隣町の下水道
計画の進捗状況を注視して対応する。

下水道課

162 232-233 結果 下水道施設

　コミュニティ・プラントは、他の下水道関連の特別会
計と同様の情報開示を行うべきである。 措置済

　コミュニティ・プラントについては、下水道事業特別
会計及び農業集落排水事業特別会計同様に経営
指標の情報開示を行っており、今後も継続する。

下水道課

163 233 意見 下水道施設
　補助金制度の創設など安易な方法は採用せず、
長期的な視点で水洗化向上を図ることが望まれる。 措置済

　ご意見のとおり実施している。 下水道課

164 236 結果
委託業務の
契約状況

　専門知識が必要な業務については設計金額の積
算は難しいと思われるが、できる限り適切な設計金
額の算定に努力することが必要である。
　また、あまりに予定価格とかい離した入札額だと業
務執行に係るリスクが高まるため、最低入札額を設
けることも質の確保をするうえで必要である。

措置済

　当該業務の設計価格の算定については、標準歩
掛に基づき設計積算しているものであり適切な価格
である。よって、特に積算が難解な案件ではない。
　予定価格と契約金額にかい離があったのは、純粋
に競争の原理が働いたためであると推測でき、業務
についても工事同様の最低制限価格を設けるべき
とのご指摘は、各契約の履行状況を注視し、問題が
ある場合は、指名業者選考委員会で検討する。

下水道課・
管財情報課

165 237 結果
委託業務の
契約状況

　生涯学習施設窓口業務については、これまでの経
緯は度外視し、ゼロから見積りをやり直す必要があ
る。

改善進行中
　平成２４年度予算積算時に仕様に関する見直しを
行う。

生涯学習課

166 238 結果
委託業務の
契約状況

　総合センター業務については、少しでも契約額を
引き下げるよう、設置業者以外からも見積りを入手
するよう努力することが必要である。

改善進行中

　以前から設置業者以外でも実施できるものの一部
については、見積りを取るようにしているが、平成２
４年度予算積算時より全ての業務について見積りを
取る。

生涯学習課

167 238 意見
委託業務の
契約状況

　下水処理施設維持管理業務の契約方法は、他の
業務委託でも参考にすることが望まれる。
　ただ、合併して７年経過しており、このような取引の
一元化も将来的に検討していくことが望まれる。

改善進行中

　委託業務等の仕様を再度検討を行う。
　合わせて、契約仕様積算方法等の職員研修を実
施する。
　一元化についても検討していく。

管財情報課
及び各施設
担当課

168 239 意見
委託業務の
契約状況

　浄化槽の清掃・保守管理業務の契約方法は、他
の参考にすることが望まれる。
　ただ、合併して７年経過しており、このような取引の
一元化も将来的に検討していくことが望まれる。

改善進行中

　委託業務等の仕様を再度検討を行う。
　合わせて、契約仕様積算方法等の職員研修を実
施する。
　一元化についても検討していく。

管財情報課
及び各施設
担当課

169 239 結果
委託業務の
契約状況

　火葬場業務については、少しでも経費を削減でき
るよう、毎期ごと業務回数や単価を見直して交渉し、
少しでも契約金額が安くなるよう努力する必要があ
る。

措置済

　火葬場業務に関する委託契約は毎年仕様書を精
査しており、毎年若干ではあるが委託金額を削減し
ている。＜市民課＞
　契約仕様積算方法等の職員研修を実施する。＜
管財情報課＞

市民課
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公公のの施施設設にに係係るる受受益益者者負負担担のの適適正正化化ににつついいてて（（案案））  

 

 

施設全体の維持管理費は、全市民の税金で賄われていることから、その維持管理費の額
とサービス内容から、できるだけ使用料は実情に合った金額を設定すべきである。（平成２
２年度包括外部監査人より） 
 
 
 公の施設について、施設の運営にかかる経費を回収するためには、単純に試算すると、
現在から約６．７倍の値上げ又は利用件（人）数の向上が必要です。 

利用件・人数
そのままで使
用料を何倍に
すればよいか

使用料そのま
まで何件・人
の利用があれ
ばよいか

老人福祉センター 8,072,386 20,600 11% 10,581 391.9 4,146,307

牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 26,515,571 1,486,000 32% 30,301 17.8 540,679

●本田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 21,489,756 1,012,580 32% 31,917 21.2 677,367

牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 16,875,773 1,961,130 37% 85,485 8.6 735,609

水防センター

教育支援センター 9,155,100 488,940 21% 15,943 18.7 298,523

就業改善センター 6,473,800 189,900 13% 26,651 34.1 908,548

●市民センター 32,886,078 3,141,410 31% 47,673 10.5 499,068

●体育施設 34,979,903 4,551,810 29% 256,891 7.7 1,974,165

穂積地区学校開放体育施設 41,133,296 2,200,340 47% 83,462 18.7 1,560,244

巣南公民館 14,171,856 1,199,080 31% 39,714 11.8 469,377

巣南地区学校開放体育施設 23,621,956 873,860 50% 50,608 27.0 1,368,022

うすずみ研修センター 2,460,940 172,095 1% 1,104 14.3 15,787

●総合センター 115,277,404 6,545,240 40% 126,938 17.6 2,235,683

●瑞穂市火葬場 25,598,101 3,281,150 1,384 7.8 10,797

市営墓地 1,240,536

駅西会館 2,485,727 360,000 34% 20,000 6.9 138,096

ふれあい農園 197,179 249,600 0.8

穂積駅駐車場・駐輪場 47,503,476 37,024,520 45% 345,656 1.3 443,486

計 432,388,334 64,758,255 1,174,916 6.7 7,844,868

※利用件・人数はH21実績(一部H22実績)を採用のため仮の数字です。
※損益分岐点の計算について、利用増による、光熱水費、人件費増は考慮していません。

施設名 運営経費 実際の収入 年間
利用率

年間利用
件・人数
（仮）

損益分岐点（現在の使用料金
=１の場合）

 

１．外部監査による意見 

２．公の施設の損益分岐点（経費回収） 

資料③
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公の施設の維持管理にかかる費用は、施設使用の対価としていただく使用料によりその

一部を補っています。使用料は、使用する方からすると安価であることが望まれますが、
使用料では補いきれない維持管理の費用を、施設を使用しない方の税金からも補うことと
なり、施設を使用する方と使用しない方で不公平感が生じることとなります。 
 使用料のあり方を費用対効果、コストの観点だけで捉えれば前頁のとおりですが、公の
施設本来のあり方を考えた場合、市民の満足度や地域の充足度等、数値化されにくい面に
ついても考慮すべきであり、市民・議会・行政で考えていかなければなりません。 
 ご承知のとおり、市の財政は年々厳しい状況に置かれており、行政は当然、経費合理化
に努めていかなければいけませんし、使用料も時代、実情に見合った受益者負担を求めな
ければならないところまで来ています。 
 そこで今回、施設を使用する方と使用しない方との公平性を確保するために適正な受益
者負担がどうあるべきか、また、行政として公の施設をどのように運営していくべきかを
検討しました。 
 
 

市では、公の施設を「市民の大切な財産」ととらえ、次のとおり見直しを行い、応分の
負担を市民の皆様にご負担頂くことで、市が提供する行政サービスをさらに充実させます。 
①管理運営費を最低限に削減します。 
②施設がより有効に、効率的に活用されるよう工夫します。 
③施設の性格に応じた受益者負担割合を考えます。 
④施設の運営方法について確認します。 
⑤定休日や開館時間について確認します。 
⑥使用料の時間区分について、現在半日、又は利用時間の２分割などがありますが、１
時間単位を含めた検討を行います。 
⑦多少使用料が上がっても、利用者が増えるよう、運営方法を工夫します。 
⑧使用料は、設置時、消費税３％、消費税５％が導入にされた時点で見直したものが多
く、消費税分を当初の額に上乗せしています。よって、白紙の状態で見直します。 
（消費税は、平成元年に３％、平成９年に５％となっています。） 
⑨見直した時期と現在の物価水準も参考にします。 
⑩受益者負担の公平性、公正性を確保するため、減額、免除について、施設の性格も考
慮して検討を行います。 
⑪消費税が増額されると想定されますが、今回は５％のままで検討を行います。 
⑫周辺市町村の性格の似た施設や民間施設と､使用料、減免の割合など地理的特性を含め
て比較し、検討を行います。(周辺市町・・・岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、本巣
市の中で類似施設） 
⑬使用料を上げる場合は、大幅な増額にならないようにします。 
⑭常に年間維持費、管理費を積算（減価償却費の算出）し、将来への備えに努めます。 

 ⑮市外の利用者の料金設定について検討を行います。 
 ⑯定期的（３年～５年程度）に使用料の見直しを行います。 

４．市の受益者負担適正化の方針 

３．受益者負担適正化についての考え方 
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【使用料の見直し方法について】 

 
  使用料の見直しにあたり、市民の皆様に対し、使用料が決定される過程や根拠を明ら
かにします。具体的な見直し方法については、次のように考えます。 

 
（１）受益者負担の対象とする施設コストの範囲の特定 

    施設にかかる経費（管理運営費）を次の５項目に分けます。 
①管理運営に係る人件費 
②管理運営に係る物件費 
③資本的支出（借地代含む） 
④支払利息 

    ⑤減価償却費 
    独立採算性を取るべき施設を除き、施設の取得のためのコストである③と④は公

費で賄う範囲とし、①と②と⑤の費用を受益者負担の施設のコストと考え検討しま
す。（行政コストを考える場合は、①～⑤） 

 
（２）使用料算定の方式 

    使用料算定の方式は次のとおりと考えます。 
    管理運営費×受益者負担割合＝受益者負担総額 
    受益者負担総額―・×減額、免除額・割合＝受益者負担額（使用料収入） 
    使用料収入÷目標利用人員（時間数）・利用率＝目標使用料額 
            →想定される適切な稼働率を加味した利用人数（時間数）
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（３）受益者負担割合の考え方 
   施設ごとに次の表により、受益者負担割合を算出します。 

大  
↑ 

  収益性 
   ↓ 
   小  
           大   ←    公的関与    →   小 
    施設の使用料で調整する場合、減免・減額で調整する場合など検討が必要です。 
 
（４）施設の分類 

    次の表により分類します。 
    適切な利用率における収益性 

ａ 
収益性が全く無いか極めて低く、民間によるサービスの
提供が困難な施設 

ｂ 
収益性が低く、施設の収益だけでは管理運営費をまかな
うことが困難な施設 

ｃ 
収益性が高く、相応の運営費を料金収入でまかなうこと
ができ、民間では運営費の全部を料金収入でまかなって
いる施設 

  
   公的関与 

Ａ 公共性が高く、民間での提供が難しいもの 

Ｂ 一定の公共性のもと、特定の受益者の利便を図る施設等 

Ｃ 民間と同等のサービスを提供する施設等 

 

ｃ 33.3%   (3/9) 66.7%   (6/9) 100.0%   (9/9) 
ｂ 22.2%   (2/9) 44.4%   (4/9) 66.7%   (6/9) 
ａ 11.1%   (1/9) 22.2%   (2/9) 33.3%   (3/9) 
 Ａ Ｂ Ｃ 
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 （５）市の施設の分類について 
    市の施設を（３）の表に分類すると次のとおりとなります。 

大 ｃ 

３３．３％ ６６．７％ 

テニスコート 

ふれあい農園 

１００．０％ 

穂積駅駐車場・駐輪場 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 
 
 
 

収益性 
 
 
 
↓ 

ｂ 

２２．２％ 

市民センター 

巣南公民館・就業改善ｾﾝﾀｰ

学校開放体育施設 

グラウンド・ふれあい広場 

教育支援センター 

本田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

牛牧南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

牛牧北部防災ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

水防センター 

駅西会館 

４４．４％ 

火葬場 

弓道場 

総合ｾﾝﾀｰ（ｻﾝｼｬｲﾝﾎｰﾙ以

外） 

６６．７％ 

うすずみ研修センター 

総合ｾﾝﾀｰ（ｻﾝｼｬｲﾝﾎｰﾙ）

小 ａ 

１１．１％ 

老人福祉センター 

２２．２％ ３３．３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ａ Ｂ Ｃ 
  大     ←   公的関与   →     小 
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（６）急激な負担増への配慮 
    現行の使用料の急激な増減を抑制するため、使用料改定率の上限・下限を設定し

ます。 

現行料金 改定額の上限 改定額の下限 

１００円以下 現行料金の１．５倍 現行料金の０．５倍 

５００円以下 現行料金の１．４倍 現行料金の０．６倍 

５００円を超え 
２，０００円以下 現行料金の１．３倍 現行料金の０．７倍 

２，０００円を超え
１０，０００円以下

現行料金の１．２倍 現行料金の０．８倍 

１０，０００円を超
える 現行料金の１．１倍 現行料金の０．９倍 

※施設を全日使用する「全日料金」については、この表によらないものとします。 
    ※市外の方の料金については、この表によらないものとします。 
 
【減免・減額の考え方】 

現在の減免、減額については、公益上の必要性から、減免割合、減額を決定し、基準
を決めてきました。使用料の減免は、ある意味、活動を活発化させ、市民の皆様の生活
を豊かにするメリットがあるものの、一方では、公平性を欠くことにつながりかねませ
ん。全ての施設において、減免・減額制度を白紙にし、その上で、公共性が極めて高い
もの、真に支援が必要と考えられるものに対して、対象範囲や減免率、施設、面積、会
議室の形態によって統一性を見つけます。 
・減免、減額については、市全体で概ね統一されているが、そのあり方についても検討
します。 

 ・本来の施設にあった減免、減額を検討します。 
 ・減免する根拠を明確にします。 
 
【使用料の現況の確認】 

施設、面積、用途、収容人数等の形態によって分類し、統一性を見つけ、使用料の見
直し資料として活用します。 

 
【利用率の向上について】 

  使用料の見直しとともに、施設の利用率の向上も重要な課題です。施設の形態ごとに
利用率を公表することで、今後の施設整備及び類似施設の建設の抑制につなげます。 

 ・部屋の用途、㎡数を明記し、部屋ごとの利用率を調査します。 
 ・使用料の収入＝使用料（単価）×利用者（時間）数です。多少使用料が上がっても、
利用者が増えるよう、運営方法を工夫します。 
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【本方針からは除外し別途個別に検討を行うもの】 

  次の３点については、別途個別に検討を行います。 
  ①算定の方法や基準が法令等で定められているもの（無料であることが定められてい

る義務教育、図書館における図書館資料の利用、地方公共団体の手数料の標準に関す
る政令によるものなど） 

 ②国や県の機関が算定している経費を基に定めているもの 
 ③広域的な観点から、近隣自治体と共同で統一した負担額又は算定方法を定めている
もの 



建物・道路・公園などを

整備する『まちづくり』

平成２４年４月１日施行 瑞穂市まちづくり基本条例

文化・伝統・人と人のつながりなどを

活性化する『まちづくり』暮らしを支える

これらすべてを

より良くすることが

『まちづくり』

なんです！

うしきこうもん

牛牧閘門 （下畑）

長良川の支流、五六

川の流末に五六閘門ま

たは牛牧閘門と呼ばれ

る樋門（水門）があり

ます。この水門は、長

良川からの逆流による

水害から地域を守るた

め、1907（明治40）

年に造られたものです。

（1749（寛延２年）

年、本田代官となった

川崎平右衛門の尽力で、

この地に初めて木材で

水門が造られました。

その後、1907年ま

でに４～５回建て替え

られ、1907年に「人

造石」工法で永久的な

水門となりました。）

牛牧閘門は、

条例の前文に謳

われている、昔

から水害と戦っ

てきた先人たち

のたゆまぬ努力

の象徴です！

資料④



そし『まちづくり』には、

例えばこんなものが

身近にあるんです。
そ

選挙で、市長や議員

を選ぶ
市役所のアンケート

に答えたり、講座に

参加する

資源回収やごみゼロ

運動に参加する

通学路で、地域の

子どもたちを見守る

地域で支え合う活動

を行う

自然を守る活動に

参加する

地域のことは地域で考える時代です。

少子高齢化の進展と住民意識の変化

地方分権が進み、これからのまちづくりは、地域のことは

地域で考え、地域で決めなければなりません。そのための

基本的な考え方やルールが必要です。

少子高齢化が進むなか、まちづくりに対する住民ニーズが

多様化・高度化し、これからのまちづくりでは、市民やコ

ミュニティなどが主体的に関わることが、これまで以上に

求められるようになりました。そのための基本的な考え方

やルールが必要です。

投
票
箱

？

この基本的な考え方や

ルールが、まちづくり

基本条例なんです！

投
票
箱

市広報を読んだり、

市ホームページを見る

自治会活動に

参加する

選挙で、市長や議員

を選ぶ
市役所のアンケート

に答えたり、講座に

参加する

資源回収やごみゼロ

運動に参加する

通学路で、地域の

子どもたちを見守る

地域で支え合う活動

を行う

自然を守る活動に

参加する

投
票
箱
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 文化やスポーツに親しみ、地域との絆を大切に、互いを思いやり、

健康で明るく、多様な価値を認め、自由で住みよいまちづくり

 市民一人ひとりが主役のまちづくり

 基本的人権を尊重し、将来に魅力がある誰もが住みたくなるまちを

目指した、市民参画による協働のまちづくり

 市民・市議会・市役所（市の執行機関）の役割を明確にして、市民が主体の

市民参画による協働のまちづくりを進めます。

 市民と市議会と市の執行機関が協働してまちづくりを進めます。

 市民の人権が尊重され、市民の個性等が発揮されるまちづくりを進めます。

 市民の自主性と自立性が担保され、男女共同参画が保障されるまちづくりを進めます。

重要ポイント

参 画 協 働情報の共有

まちづくりは、みんながバ

ラバラにやるのではなく、

市民・市議会・市役所が

「協働」することでより大

きな力が生まれます！

まちづくりについて言いた

くても、動きたくても、

「情報」がなければ何もで

きません。まずは知ること

から始めましょう！

まちづくりに参加・参画し

ましょう。できるとき、で

きる範囲で。みんなの参画

で、まちはもっと住みよく

なります！

地域の実情にあった市政運

営を行うため、自治の主体

である市民の市政への参画

を進めます。

それぞれの役割と責任を

理解し、対等の立場で、

互いの特性を生かして協

力する「協働」のまちづ

くりを進めます。

市議会と市の執行機関が積

極的に情報提供を行い、市

民と情報を共有してまちづ

くりに取り組みます。

まちづくりは

市民が主権者

なんです！
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まちづくりは、住民だけでなく自治会

やNPO、企業など、いろんな人たち

の力を合わせることが必要なんです。

だから、瑞穂市への通勤・通学者のほ

か、瑞穂市に何らかの関わりがある団

体も「市民」に含めているんです。

情報共有

参 画

協 働

市 民

●市政の情報を知る権利

●市政に参画する権利

（自らの意思と責任において、まちづくりに参画）

●地域の自治を推進する活動への参加・協力

市民と市議会・市役所がそれぞれの役割

を認識して、市民と市との情報の共有、

市民による地域の自治活動や市政へ参画、

市と市民または市民相互の協働によるま

ちづくりを進めます。

第５条

市長・市職員の他、

教育委員会や

選挙管理委員会などの

各種委員会も

含まれるんです！

選挙によって

選ばれた議員さんで

構成されて

いるんです！

市議会

●行政活動を調査、監視

●開かれた議会運営

●市民の意思を市政に適切に反映

市役所

●公正かつ誠実な市政運営

●市政運営に関する説明

●市民と協働のまちづくり

●職員自ら自己研鑽

（執行機関）

◆市内に居住する人

◆市内で就業する人

◆市内に就学する人

◆市内で事業・活動を

行う個人、法人、その他団体

第８条
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コミュニティ活動
地域の課題は、地域のことをもっともよく知

る市民自らが考え、それぞれ助け合いながら

解決していくことが大切です。

行政手続

市民の権利と利益を守るため、行政手続

（処分、行政指導および届出など）を公

正に行います。

第９条

第１０条

情報の公開
市民の知る権利を保障し、市政に関する情報

の公開を進めます。

第１２条

個人情報の保護
情報を積極的に提供しますが、個人情報は厳

重に管理し、適正に取り扱います。

説明及び応答の責任
市政の状況や課題を市民に分かりやすく説明

し、市民の意見や質問には速やかに誠意を

持って対応します。

第１３条

第１４条

参画の方法
事案に応じて、できるだけ多くの市民が参画

できる環境を整えます。
（審議会等委員、公聴会・懇談会等、ワーク

ショップ、パブリックコメント等）

第１６条

計画の策定等への参画
市政運営の指針となる基本構想と各施策の基

本となる計画を策定する場合は、可能な限り

市民の参画する機会を保障します。

第１７条

国及び他の地方公共団体との連携
市単独では解決が困難な事案であっても、近

隣の他のまちや国、県などと連携、協力して

まちづくりを進めます。

第１９条

住民投票
市政に関する重要事項について、必要に応じ、

住民投票が実施できます。実施に当たっては、

事案ごとに投票に必要なことを定めます。

第２０条

まちづくり基本条例推進委員会
この条例の見直しや協働のまちづくりの取り

組みについて審議及び評価、提案をします。

第２１条

雑則
この条例の施行に関し必要な事項は、市議会

及び市の執行機関が別に定めます。

第２２条

●皆さんの身近なことから始めましょう！

●これからのまちづくりは、みんなで協力
して頑張ることが必要です！

 そのための、みんなで共有する基本的なルールが

『まちづくり基本条例』です！
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信頼し、協力して取り組むことをいいます。

（条例の位置付け等）

第３条 この条例は、本市のまちづくりの基本とな

る基本理念を定めるものです。

２ 本市における他の条例、規則等の制定改廃、地

域における総合的かつ計画的な行政の運営を図る

ための基本構想及び個別行政分野の基本計画の策

定その他の市政の運営に当たっては、この条例と

の整合を図るものとします。

第２章 まちづくりの基本理念

第４条 本市における市民が主権者であるまちづく

りは、次に掲げる事項を基本理念とします。

（１）市民、市議会及び市の執行機関の協働による

こと。

（２）市民一人ひとりの人権が尊重され、かつ、そ

の個性及び能力が十分に発揮されること。

（３）市民の自主的かつ自立的な参画及び男女共同

参画が保障されること。

第３章 市民の権利及び責務

第５条 市民は、自らの意思と責任において、広く

まちづくりに参画します。また、事業を営む市民

にあっては、住環境に配慮し、地域社会との調和

を図り、安心して住めるまちづくりに寄与するよ

う努めます。

２ 市民は、まちづくりに関し、自らの意見を表明

し、及び提案する権利を有するとともに、必要な

情報を知ることができます。

３ 市民は、まちづくりに参画するに当たり、相互

に多様な価値観を認め合い、自らの発言と行動に

責任を持ち、まちづくりに努めます。

４ 市民は、まちづくりの主体であることを認識し、

居住する地域の自治組織に加入し、及び協力しな

がら活動するよう努めます。

第４章 市議会及び市の執行機関の責務

（市議会の責務）

第６条 市議会は、市政の議決機関として、市民の

意思を代表し、かつ、この条例の目的に沿ったま

ちづくりの実現に寄与します。

２ 市議会は、保有する情報を積極的に市民に公開

し、かつ、議会活動に関する情報を分かりやすく

提供し、市民に開かれた議会運営に努めます。

３ 市議会は、市民の信託を受けた市民の代表であ

ることを認識し、広く市民から意見を求めるよう

努めるものとします。

（市長の責務）

第７条 市長は、市政運営の最高責任者として市民

の信託に基づき、この条例の基本理念を実現する

ため、公正かつ誠実に市政を運営します。

２ 市長は、毎年度、市政運営の方針を明らかにす

るとともに、その達成状況を市民及び市議会に説

明します。

（市の執行機関及び職員の責務）

瑞穂市まちづくり基本条例

（前文）

わたしたちのまち瑞穂市は、西に揖斐川、東に長

良川を有し、大小の河川が南北に流れる、豊かな水

と緑の美しいまちとして誕生しました。この地は輪

中地帯で、過去に幾度となく水害に見舞われました。

しかし、先人のたゆまぬ努力により、肥沃で、豊か

な農地を生み、住みよいまちとして発展を遂げてき

ました。古くは、中山道の宿場町として栄え、その

面影を訪ねることができます。

今では、鉄道がまちの中央を走り、当市から名古

屋市まで３０分足らずの交通至便なまちです。また、

国道２１号が東西に、南北には主要地方道北方多度

線が縦貫する岐阜県西部の交通要衝の地です。わた

したち瑞穂市民は、文化やスポーツに親しみ、地域

との絆を大切に、互いを思いやり、健康で明るく、

多様な価値を認め、自由で住みよいまちづくりを進

めています。

瑞穂市民一人ひとりが、まちづくりの主役です。

わたしたちは、基本的人権を尊重し、将来に魅力が

ある誰もが住みたくなるまちを目指し、市民参画に

よる協働のまちづくりを進めるため、この条例を制

定します。

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、本市におけるまちづくりにつ

いて、その基本理念を明らかにするとともに、市

民、市議会及び市長をはじめとする市の執行機関

のそれぞれの役割を明確にし、市民が主体の市民

参画による協働のまちづくりを推進することを目

的とします。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

ります。

（１）まちづくり 市民生活に係る様々な分野にお

いて、わたしたちの暮らす地域等をより良いも

のとするための取り組みをいいます。

（２）市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する

個人及び市内において事業又は活動を行う個人、

法人その他団体をいいます。

（３）市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理

委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評

価審査委員会をいいます。

（４）参画 市民が、まちづくりの方針及び企画の

立案から実施を経て評価に至るまでの過程に、

責任をもって主体的に参加し、かつ、行動する

ことをいいます。

（５）協働 地域又は社会の課題の解決を図るため、

市民が相互に、又は市民、市議会及び市の執行

機関がともに、お互いの立場を尊重し、かつ、
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できないことによって不利益を受けることのない

よう配慮します。

（参画の方法）

第１６条 市の執行機関は、前条第1項に規定する

参画する機会を保障するため、事案に応じて次に

掲げるいずれかの方法を用います。

（１）審議会等への委員としての参画

（２）公聴会、懇談会等への参画

（３）ワークショップその他の一定の課題について

集団で検討作業を行うことへの参画

（４）パブリックコメント（意思決定過程で素案を

公表し、市民から出された意見又は情報を考慮

して決定する制度をいう。）その他の意見の聴

取

（５）アンケート調査等による意見の聴取

（６）その他の市長が別に定める市民参画手続

２ 市長は、参画の方法及び聴取した意見等の取扱

いを決定したときは、これを公表します。

（計画の策定等への参画）

第１７条 市の執行機関は、地域における総合的か

つ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び

個別行政分野の基本計画の策定等を行うに当たっ

ては、前条第１項各号に掲げる方法を用いて、市

民がそれらに参画する機会を保障します。

（協働）

第１８条 市民、市議会及び市の執行機関は、公共

の担い手として協働に努め、まちづくりを進めま

す。

２ 市議会及び市の執行機関は、前項の協働に努め

るに当たり、市民の自主性を尊重します。

３ 市の執行機関は、市民にまちづくりに関する意

識の啓発を行うとともに、まちづくりに必要な人

材の育成を図るよう努めます。

第８章 国及び他の地方公共団体との連携

第１９条 市の執行機関は、まちづくりに関し、共

通する課題を解決するため、国及び関係する他の

地方公共団体との連携及び協力を図ります。

第９章 住民投票

第２０条 市長は、市政に関する重要事項について、

広く市民の意思を確認するため、必要に応じて住

民投票を実施することができます。

２ 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票で

得た結果を尊重します。

３ 住民投票を行う場合は、その事案ごとに、投票

に付すべき事項、投票資格者、投票の期日、投票

の方法、投票結果の公表等を規定した条例を別に

定めるものとします。

第１０章 まちづくり基本条例推進委員会

第２１条 まちづくり基本条例推進委員会（以下

「推進委員会」という。）は、市長の諮問に応じ、

協働によるまちづくりの推進に関する重要事項に

ついて審議し、市長に答申するものとします。

２ 市長は、この条例の見直しに当たっては、推進

委員会に諮問するものとします。

３ 推進委員会は、市長から諮問される事項のほか、

第８条 市長を除く市の執行機関は、その権限と責

任において、公正かつ誠実な執行及び運営を行い、

協働によるまちづくりを推進します。

２ 市の執行機関の組織は、市民に分かりやすく簡

素で機能的なものであるとともに、市の執行機関

の職員（以下「職員」という。）は、常に横断的

な連携を図り、総合行政の推進に努めます。

３ 職員は、自らも市民の一員であることを自覚し、

市民と連携し、まちづくりを推進するため、常に

自己研鑽（さん）に努めるものとします。

第５章 コミュニティ活動

第９条 市民は、安心して心豊かに暮らすことので

きる地域社会を実現するため、自治会等の地域の

コミュニティに対する理解を深め、自主的な意思

によってまちづくりに取り組み、お互いに助け合

い、地域の課題を共有し、解決に向けて自ら行動

するよう努めます。

２ 市議会及び市の執行機関は、前項に規定する市

民の自主的な地域における活動の役割を尊重する

とともに支援します。

第６章 市政の運営

（行政手続）

第１０条 市の執行機関は、市政の運営における公

正の確保及び透明性の向上を図り、市民の権利利

益を保護するため、別に定める条例により、適切

な処分、行政指導及び届出に関する手続を行いま

す。

（情報の共有）

第１１条 市の執行機関は、まちづくりに関する情

報が、市民共有の財産であることから、これを市

民に分かりやすく提供するよう努めます。

（情報の公開）

第１２条 市議会及び市の執行機関は、市民の知る

権利を保障し、公正で透明性の高い市政の実現を

図るため、別に定める条例により、情報の公開を

総合的に推進します。

（個人情報の保護）

第１３条 市議会及び市の執行機関は、市民の権利

利益を保護するため、別に定める条例により、市

の保有する個人情報を適正に取り扱います。

（説明及び応答の責任）

第１４条 市の執行機関は、市民に対し市政に関す

る事項を説明する責務を果たさなければなりませ

ん。

２ 市の執行機関は、市政に関する市民の意見、提

言等を尊重し、迅速に状況を把握するとともに、

これを行政運営に反映するよう努めます。

第７章 参画及び協働

（参画）

第１５条 市の執行機関は、市政の運営に当たって

は、市民の意見が市政に反映できるよう、参画す

る機会を保障します。

２ 市の執行機関は、市民が参画すること又は参画
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協働のまちづくりの取り組みについて審議及び評

価を行い、見直しが必要な場合においては、市長

に提案するものとします。

４ 前３項に規定するもののほか、推進委員会の組

織及び運営に関し必要な事項は、別に定めます。

第１１章 雑則

第２２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

議会及び市の執行機関が別に定めます。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

【お問合せ先】

瑞穂市企画部 企画財政課

〒５０１－０２９３ 瑞穂市別府１２８８番地

Ｔｅｌ．０５８－３２７－４１２８（ダイヤルイン）

Ｆａｘ．０５８－３２７－４１０３

Ｅ-ｍａｉｌ．ｋｉｋａｋｕ＠ｃｉｔｙ.ｍｉｚｕｈｏ.ｌｇ.ｊｐ

【表紙の絵】

杉山くに子さん（牛牧在住）から、寄贈いただきました。

かきりん

瑞穂市は「富有柿」の発祥の地です。

そこで柿をモチーフとして、未来を見つめる笑顔いっ

ぱいの子どもをイメージしてキャラクター化したのが

「かきりん」です。

瑞穂市民憲章

わたしたちは 揖斐 長良の清流とともに生き

長い歴史と文化に誇りを持ち 自由で住みよいまちづくりに

力を合わせていくことを ここに誓います

１豊かな水と緑あふれる 美しいまちをつくります

１健康で心がかよう 明るいまちをつくります

１文化が香りスポーツに親しむ さわやかなまちをつくります

１助けあい支えあう 優しいまちをつくります

１夢をはぐくみ希望に満ちた 幸せなまちをつくります

平成２０年９月５日制定
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区　分 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

瑞穂市人口 17,983 21,276 27,230 32,247 36,121 40,074 43,892 46,571 50,009 51,950

旧穂積町 12,445 15,319 20,648 24,490 27,352 30,090 33,203 35,076

旧巣南町 5,538 5,957 6,582 7,757 8,769 9,984 10,689 11,495

瑞穂市世帯 3,681 4,865 6,976 9,157 10,633 12,568 14,797 16,197 18,226 19,376

50,009 51,950
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　平成２２年国勢調査の結果が、１０月２６日、総務省統計局より
公表されました。国の全人口は１億２，８０５万７，３５２人で、
平成１７年から０．２％の増加となりました（日本人の人口は平成
１７年比△０．３％の減少）。
　県内人口は２０８万７７３人で、平成１７年比△１．３％の減少
となりました。
　瑞穂市では、前回から１,９４１人増え、５万１，９５０人で増加
率は３．９％と輪之内町（６．５％）、美濃加茂市（５．０％）、北方町（４．８％）、
岐南町（４．５％）に次いで、県内第５位の伸び率、増加数では美濃加茂市の２，５９６
人に次いで県内第２位の増加数となっています。

※　人口・世帯数については、平成１２年までは旧穂積町、旧巣南町の合算値、平成１７年からは瑞穂市の値。
※　平成２３年２月２５日に発表された人口等速報集計の値（人口５１，９６３人、世帯数１９，３６８世帯）
　から、人口で１３人減少、世帯数で８世帯増加となっています。

【瑞穂市の人口推移】

－ －

資料⑤
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平成22年人口（人）

413,136

【岐阜県内市町村の人口、増減数、増減率の状況】

※増減数、増減率については平成17年対比。


